
は

じ

め

に

周
知
の
よ
う
に
、
日
本
に
お
け
る
煙
草
専
売
は
、
一
八
九
八
年（
明

治
三
一
）
一
月
一
日
、
葉
煙
草
の
専
売
が
実
施
さ
れ
た
の
が
嚆
矢
で

あ
る
。
日
本
の
近
代
以
降
、
財
政
史
上
に
重
要
な
意
義
を
も
っ
た
煙

草
に
対
す
る
課
税
そ
の
も
の
は
、
す
で
に
一
八
七
五
年
（
明
治
八
）

一
〇
月
、
太
政
官
布
告
第
一
五
〇
号
を
も
っ
て
「
煙
草
税
則
」
と
し

て
布
告
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
の
ち
数
次
に
わ
た
る
改
正
が
加
え
ら
れ
、

日
清
戦
後
経
営
と
そ
の
財
政
需
要
の
増
大
に
伴
っ
て
煙
草
か
ら
の
税

収
拡
大
が
要
請
さ
れ
る
中
、
一
八
九
六
年
（
明
治
二
九
）
三
月
に
「
葉

煙
草
専
売
法
」
が
法
律
第
三
五
号
を
も
っ
て
公
布
さ
れ
、
二
年
後
の

一
八
九
一
年
（
明
治
三
一
）
に
そ
の
施
行
を
み
た
。
さ
ら
に
、
日
露

戦
争
の
戦
費
調
達
な
ど
か
ら
財
源
確
保
の
要
求
が
強
ま
り
、
一
九
〇

四
年
（
明
治
三
七
）
三
月
に
は
法
律
第
一
四
号
に
よ
り
「
煙
草
専
売

法
」
が
公
布
さ
れ
、
同
年
七
月
一
日
の
同
法
施
行
と
と
も
に
煙
草
の

製
造
を
含
め
た
完
全
専
売
制
へ
と
移
行
し
、
大
蔵
省
専
売
局
が
こ
れ

を
所
管
す
る
こ
と
と
な
っ
た1

。

「
煙
草
消
費
税
」
が
専
売
事
業
に
至
っ
た
背
景
に
つ
い
て
、
近
藤

康
男
氏
は
、「
我
国
資
本
主
義
が
軍
事
的
な
方
法
に
よ
っ
て
伸
び
よ
う

と
し
て
い
た
性
格
か
ら
由
来
す
る
と
こ
ろ
の
高
い
税
率
課
税
の
必
然

性
」
と
、「
煙
草
が
農
業
的
生
産
物
の
単
な
る
加
工
品
で
は
あ
る
が
、

煙
草
製
造
業
に
於
け
る
工
業
的
発
達
」
が
顕
著
で
あ
っ
た
こ
と
と
に

由
来
す
る
と
し
た2

。
こ
れ
に
対
し
て
遠
藤
湘
吉
氏
は
、
前
者
を
肯
定

し
つ
つ
、
後
者
に
つ
い
て
は
「
煙
草
製
造
業
に
お
け
る
工
業
的
発
達

が
顕
著
で
あ
る
」
と
は
言
い
難
く
、
そ
こ
に
日
本
の
専
売
制
の
問
題

点
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、日
本
の
煙
草
専
売
を
成
立
せ
し
め
た「
財
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政
な
ら
び
に
社
会
経
済
上
の
歴
史
的
具
体
的
要
因
」
を

え
て
い
く

こ
と
の
重
要
性
を
主
張
し
た3

。

本
稿
で
は
、
煙
草
専
売
制
の
「
社
会
経
済
上
の
歴
史
的
具
体
的
要

因
」
に
関
連
し
て
、
広
島
県
の
備
後
地
域
を
主
な
対
象
と
し
つ
つ
、

府
中
専
売
支
局
の
史
料
に
拠
り
な
が
ら
、
一
地
域
の
葉
煙
草
生
産
と

葉
煙
草
専
売
に
つ
い
て

察
す
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
一
八
九
八

年
（
明
治
三
一
）
に
葉
煙
草
専
売
法
が
施
行
さ
れ
た
の
に
伴
い
、
葉

煙
草
の
一
大
産
地
で
あ
っ
た
備
後
地
域
の
集
積
拠
点
と
し
て
、
芦
品

郡
府
中
町
（
現
、
広
島
県
府
中
市
）
に
「
葉
煙
草
専
売
所
」
が
設
置

さ
れ
た4

。
こ
こ
で
は
、
府
中
専
売
支
局
に
の
こ
る
備
後
地
域
や
そ
の

周
辺
地
域
の
煙
草
関
連
史
料
を
中
心
に
検
討
し
、
備
後
地
域
に
お
け

る
明
治
前
期
の
煙
草
生
産
、
と
く
に
葉
煙
草
専
売
成
立
前
後
の
実
態

と
そ
れ
が
地
域
社
会
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
て
い
く
。

そ
の
た
め
、
本
稿
は
煙
草
専
売
の
制
度
的
な
側
面
か
ら
日
本
財
政
・

経
済
の
特
殊
性
を
追
求
す
る
と
い
う
巨
視
的
な
分
析
で
は
な
く
、
煙

草
生
産
と
葉
煙
草
専
売
の
地
域
社
会
に
お
け
る
運
営
と
実
態
に
視
点

を
お
く
に
と
ど
ま
る
こ
と
と
な
る
。

第
一
章

前
近
代
に
お
け
る
備
後
地
域
の
煙
草
生
産

第
一
節

近
世
後
期
、
備
後
地
域
の
煙
草
生
産
の
概
況

本
章
で
は
、
近
代
に
お
け
る
備
後
地
域
の
葉
煙
草
専
売
の
前
提
と

な
る
近
世
後
期
の
煙
草
生
産
状
況
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
ま
ず
、

中
国
地
方
の
煙
草
生

産
の
概
況
を
お
さ
え

る
た
め
に
、
明
治
一

〇
年
（
一
八
七
七
）

頃
の
全
国
葉
煙
草
生

産
額
を
み
る
と
、
中

国
地
方
の
生
産
額
は

全
国
の
一
三
・
六
％

を
占
め
て
お
り
、
一

大
産
地
で
あ
る
薩
摩

を
有
す
る
九
州
地
方
や
信
濃
を
有
す
る
中
部
地
方
は
別
格
と
し
て
、

奥
羽
・
関
東
地
方
に
ほ
ぼ
匹
敵
す
る
生
産
量
を
誇
る
位
置
に
あ
っ
た

（
表
１
）。
た
だ
し
、
実
際
に
は
一
五
八
〇
万
八
九
八
八
斤
と
全
国
煙

草
生
産
の
六
二
・
四
％
を
占
め
て
い
た
の
は
、
五
〇
万
斤
以
上
を
生

産
す
る
一
五
カ
国
の
生
産
地
で
あ
り
、
そ
の
主
産
地
は
東
奥
羽
・
関

東
、
西
奥
羽
・
信
越
、
瀬
戸
内
山
間
部
、
九
州
山
間
部
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
中
国
地
方
、
瀬
戸
内
山
間
部
の
中
で
、
五
〇
万
斤
以
上
の

生
産
量
を
示
し
て
い
た
の
は
、
備
後
に
隣
接
す
る
備
中
（
備
後
国
境

の
川
上
郡
と
伯
耆
国
境
の
阿
賀
郡
が
中
心
）
で
、
全
国
七
位
の
位
置

を
占
め
て
い
た
。
ま
た
、
主
な
対
象
地
域
と
し
て
い
る
備
後
は
、
明

治
一
〇
年
頃
に
生
産
量
一
五
万
斤
以
上
の
グ
ル
ー
プ
二
六
カ
国
の
中

に
位
置
づ
け
ら
れ
、
さ
ら
に
、
安
芸
は
五
万
斤
以
下
の
グ
ル
ー
プ
に
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属
し
て
い
た5

。
こ
の
よ
う
に
、
近
代
初
頭
、
生
産
量
の
地
域
差
は
あ

れ
ど
も
、
備
後
国
と
そ
の
隣
国
備
中
国
・
安
芸
国
の
瀬
戸
内
山
間
部

に
お
い
て
、
煙
草
は
農
民
に
と
っ
て
貴
重
な
換
金
作
物
と
し
て
重
要

な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。

煙
草
は
、
一
五
四
三
年（
天
文
一
二
）、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
に
よ
っ
て

日
本
、
と
く
に
九
州
地
方
に
も
た
ら
さ
れ
、「
長
崎
多
波
古
」と
も
よ

ば
れ
て
、
近
世
初
頭
に
は
各
地
に
そ
の
栽
培
と
喫
煙
が
拡
大
し
た
と

さ
れ
る
。
幕
府
は
稲
作
へ
の
配
慮
か
ら
、
一
六
一
二
年（
慶
長
一
七
）

に
煙
草
の
植
付
け
や
喫
煙
な
ど
に
関
す
る
禁
止
令
を
出
し
て
い
る
が
、

寛
文
年
間
の
頃
に
な
る
と
本
田
畑
以
外
の
作
付
け
は
許
可
す
る
方
向

に
転
換
し
、
煙
草
は
商
品
化
へ
の
途
を
歩
み
、
さ
ら
に
は
貢
租
の
対

象
と
な
っ
て
い
っ
た6

。
中
国
地
方
に
煙
草
が
伝
来
し
た
の
は
慶
長
初

年
頃
と
も
い
わ
れ
る
が
、
一
六
六
三
年
（
寛
文
三
）
の
『
芸
備
国
郡

志
』
の
備
後
の
項
に
は
、
当
時
長
崎
多
波
古
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
客

の
も
て
な
し
や
贈
答
品
に
用
い
ら
れ
、「
流
風
之
物
」と
し
て
広
ま
っ

た
と
の
記
述
も
あ
る7

。
備
後
国
の
場
合
、
福
山
藩
が
煙
草
を
畳
表
・

木
綿
に
つ
ぐ
主
要
国
産
と
し
た
こ
と
も
あ
り
、
近
世
前
期
か
ら
か
な

り
盛
ん
に
栽
培
さ
れ
て
お
り
、
一
六
六
九
年
（
寛
文
九
）
に
は
銀
一

〇
貫
七
五
八
匁
、
一
六
九
六
年
（
元
禄
九
）
に
は
三
一
貫
九
二
八
匁

の
煙
草
運
上
銀
が
計
上
さ
れ
る
な
ど
し
て
い
る
。
こ
の
運
上
銀
は
一

丸
（
八
〇
斤
）
に
つ
き
一
匁
計
算
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
八
〇
万

斤
、
二
四
〇
万
斤
の
煙
草
が
徴
収
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
こ
と
に
な

る
が
、
運
上
銀
は
領
内
の
問
屋
を
通
じ
て
売
買
さ
れ
る
煙
草
に
課
さ

れ
て
い
た
た
め
、
こ
の
数
値
に
は
他
領
産
の
煙
草
も
含
ま
れ
て
お
り
、

そ
の
ま
ま
備
後
国
の
全
生
産
量
を
示
す
も
の
と
は
い
え
な
い8

。
と
は

い
え
、
こ
の
数
値
は
近
世
に
お
け
る
備
後
国
の
煙
草
栽
培
の
盛
況
さ

を
十
分
に
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

備
後
国
（
福
山
藩
領
）
の
主
産
地
は
、
神
石
郡
と
芦
田
郡
な
ど
備

後
北
部
の
山
間
地
帯
で
あ
っ
た
。
一
七
一
一
年
（
宝
永
八
）
芦
田
郡

山
間
部
農
村
の
畑
地
利
用

状
況
を
み
る
と
（
表
２
）、

現
在
の
府
中
市
に
含
ま
れ

る
上
山
・
阿
字
・
久
佐
、

さ
ら
に
は
木
野
・
行
縢
な

ど
各
村
で
煙
草
作
付
面
積

が
畑
地
の
三
〇
〜
四
〇
％

を
占
め
て
お
り
、
自
給
的

な
雑
穀
を
除
け
ば
、
煙
草

が
畑
地
に
お
い
て
主
要
生

産
物
と
な
っ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。

ま
た
、
備
後
最
北
部
の

神
石
郡
で
は
、
い
わ
ゆ
る

「
備
後
葉
」の
品
種
改
良
と

備後地域における葉煙草専売に関する一 察

―6040247.215

106030248.627

―7030208.427

(大豆)107020538.102

106030254.613

―6040429.914

綿雑穀煙草反

作種別植付面積比率(％)畑面積
村名

表２ 宝永８年 芦田郡諸村の畑地利用状況

上山

久佐

(註)『府中市史』史料編Ⅳ地誌編

藤尾

行縢村

木野山

阿字
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生
産
増
加
が
み
ら
れ
、
豊
松
村
周
辺
で
剣
先
葉
や
糸
葉
・
柳
葉
が
栽

培
さ
れ
、
一
八
〇
八
年
（
文
化
五
）
に
は
草
木
村
に
「
色
物
種
」
が

伝
来
し
、
相
渡
村
な
ど
に
も
拡
大
し
て
「
草
木
煙
草
」
と
呼
ば
れ
た
。

上
豊
松
村
で
は
、
一
八
三
〇
年
（
天
保
元
）
頃
に
、
赤
木
治
郎
右
衛

門
が
出
雲
国
か
ら
丸
葉
を
導
入
し
、
そ
れ
以
来
、「
香
味
佳
良
に
し
て

快
味
」、「
葉
色
鮮
麗
に
し
て
収
穫
量
多
大
」
と
う
た
わ
れ
た
品
種
栽

培
に
成
功
し
、「
豊
松
煙
草
」の
名
で
他
郡
に
も
普
及
し
た
。
こ
の「
豊

松
煙
草
」
が
「
備
後
葉
」
の
起
源
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
、
小
畠
・
阿

下
地
区
の
土
質
も
煙
草
栽
培
に
適
し
て
お
り
、「
阿
下
葉
」の
名
で
そ

の
品
質
の
良
さ
が
知
ら
れ
て
い
た9

。
こ
の
ほ
か
、
備
後
地
方
周
辺
で

は
、
奴
可
郡
・
御
調
郡
・
三
次
郡
（
い
ず
れ
も
広
島
藩
領
）
な
ど
で

も
、
文
政
・
天
保
期
に
か
け
て
煙
草
の
生
産
が
拡
大
し
て
い
た
。
た

と
え
ば
三
次
藩
の
葉
煙
草
は
、
麻
と
と
も
に
郡
「
第
一
之
産
物
」
と

さ
れ
、「
近
境
之
里
民
専
ラ
耕
作
仕
」、「
農
人
莫
大
之
価
ヲ
貢
物
ト
成
」

し
、
三
次
町
商
人
が
煙
草
を「
尾
道
江
繰
出
候
義
夥
敷
、
馬
方
共
年
中

運
送
交
易
申
」
す
ほ
ど
の
盛
況
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
ほ
か
、
備

後
に
ほ
ど
近
い
広
島
藩
領
御
調
郡
は
「
加
羅
加
波
煙
草
」
の
産
地
で
、

こ
の
御
調
郡
を
後
背
地
に
も
つ
三
原
で
は
刻
み
煙
草
に
加
工
販
売
す

る
製
造
業
や
問
屋
・
仲
買
の
活
動
が
著
し
く
、
煙
草
の
移
出
量
も
多

か
っ
た10

。

ち
な
み
に
、
広
島
藩
領
芸
北
の
山
県
郡
で
は
、
太
田
川
筋
諸
村
を

中
心
に
煙
草
が
栽
培
さ
れ
、
と
く
に
津
浪
は
煙
草
の
優
良
生
産
地
と

し
て
知
ら
れ
、「
津
浪
煙
草
」
と
も
称
さ
れ
た
「
佳
品
」
を
生
産
し
て

い
た
。
郡
内
屈
指
の
豪
農
加
計
村
佐
々
木
八
右
衛
門
は
、
一
七
七
一

年
（
明
和
八
）
に
持
舟
で
煙
草
の
広
島
積
出
し
を
行
っ
て
お
り
、
一

七
八
九
年
（
寛
政
元
）
に
は
五
八
二
二
斤
（
代
銀
約
三
貫
目
）、
翌
年

に
は
九
〇
二
四
斤（
代
銀
四
貫
三
七
八
匁
）、
一
七
九
三
年（
寛
政
四
）

に
は
九
七
一
二
斤
（
代
銀
四
貫
六
一
五
匁
）
の
葉
煙
草
を
出
荷
し
、

一
部
は
大
坂
市
場
へ
も
移
出
さ
れ
た
。
山
県
郡
で
は
、
豪
農
八
右
衛

門
の
ほ
か
に
も
、
加
計
市
を
中
心
に
集
荷
仲
買
商
人
が
多
数
あ
ら
わ

れ
、
文
政
か
ら
天
保
年
間
に
か
け
て
煙
草
生
産
と
販
売
は
進
展
し
た
。

し
か
し
、
他
方
で
郡
内
に
は
刻
み
煙
草
を
加
工
販
売
す
る
者
は
見
あ

た
ら
ず
、
む
し
ろ
三
原
・
尾
道
・
広
島
な
ど
刻
み
煙
草
の
生
産
地
が

進
展
し
た
地
域
か
ら
、
広
島
・
可
部
の
刻
み
煙
草
問
屋
を
通
じ
て
、

郡
内
に
売
り
さ
ば
か
れ
る
と
い
う
状
況
に
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
葉
煙

草
生
産
そ
の
も
の
も
、
備
後
葉
な
ど
に
圧
倒
さ
れ
て
安
政
年
間
頃
か

ら
次
第
に
衰
退
し
、
明
治
時
代
以
降
に
な
る
と
、
わ
ず
か
に
津
浪
村

入
野
付
近
の
畑
地
に
栽
培
さ
れ
る
程
度
と
な
っ
て
い
っ
た11

。

「
備
後
煙
草
」
の
生
産
が
芸
北
「
津
浪
煙
草
」
の
生
産
地
を
圧
倒

し
た
こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
は
、
幕
末
期
に
か
け
て
中
国
山
地
で
煙

草
生
産
に
お
け
る
地
域
間
競
争
が
激
し
く
展
開
さ
れ
た
こ
と
や
、
備

後
地
方
の
煙
草
生
産
が
生
産
の
効
率
性
・
煙
草
の
品
質
・
流
通
の
優

位
性
な
ど
を
背
景
に
各
地
間
競
争
を
勝
ち
抜
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
は

葉
煙
草
生
産
が
そ
れ
を
加
工
す
る
農
村
加
工
業
（
刻
み
煙
草
）
の
発
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達
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
窺
わ
せ
る
。
近
世
後
期

芸
備
地
方
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
諸
点
に
つ
い
て
構
造
的
に
分
析
し

た
も
の
は
、
史
料
的
な
制
約
も
あ
っ
て
か
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
煙
草
生
産
の
問
題
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
本
節

冒
頭
に
述
べ
た
明
治
一
〇
年
頃
の
中
国
地
方
に
お
け
る
葉
煙
草
生
産

額
に
関
す
る
格
差
を
生
み
出
し
た
要
因
で
あ
る
こ
と
は
想
像
に
難
く

な
い
。

第
二
節

幕
末
期
に
お
け
る
備
後
地
域
の
煙
草
の
生
産
・
流
通
と

煙
草
製
造

こ
こ
で
は
、
幕
末
期
に
お
け
る
備
後
北
部
奴
可
郡
未
渡
村
の
葉
煙

草
生
産
の
事
例
を
検
討
し
、
近
世
の
備
北
村
落
に
お
け
る
煙
草
生
産

と
生
産
者
の
実
態
に
つ
い
て
検
討
す
る12

。

一
八
四
六
年
（
弘
化
三
）
と
一
八
六
四
年
（
元
治
元
）
両
年
に
お

け
る
未
渡
村
の
階
層
構
成
と
煙
草
生
産
に
つ
い
て
み
る
と
、
葉
煙
草

生
産
者
は
本
百
姓
総
数
の
そ
れ
ぞ
れ
八
五
％
と
八
〇
％
に
達
し
、
村

の
葉
煙
草
総
生
産
高
も
そ
れ
ぞ
れ
九
六
二
三
斤
と
九
八
一
〇
斤
を
示

し
て
お
り
、
煙
草
生
産
が
全
村
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

一
八
四
六
年
（
弘
化
三
）
段
階
で
は
（
表
３
）、
生
産
者
数
・
生
産
量

と
も
に
五
〜
二
〇
石
層
が
中
核
を
な
す
が
、
生
産
者
数
だ
け
を
み
れ

ば
零
細
農
民
で
あ
る
五
石
未
満
層
も
そ
れ
に
匹
敵
し
て
い
る
。
こ
の

傾
向
は
幕
末
に
な
る
に
つ
れ
て
強
ま
り
、
一
八
六
四
年
（
元
治
元
）

で
は
（
表
４
）、
零
細
な
五
反
未
満
層
の
煙
草
耕
作
者
（
五
五
人
）
が

耕
作
者
数
全
体
（
八
〇
人
）
の
六
八
・
八
％
を
占
め
て
い
る
。
葉
煙

草
生
産
が
零
細
農
民
の
家
計
補
助
・
貨
幣
収
入
獲
得
に
と
っ
て
一
定

の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と

え
ら
れ
る
。

一
方
、
一
八
六
四
年
（
元
治
元
）
の
状
況
を
み
る
と
、
一
町
以
上

所
持
農
民
五
人
の
う
ち
二
人

は
煙
草
耕
作
を
行
わ
ず
、
一

名
の
生
産
高
は
わ
ず
か
で
あ

る
。
し
か
し
、
残
り
二
名
の

う
ち
の
一
名
で
あ
る
忠
治
郎

は
、
村
役
人
を
努
め
る
と
と

も
に
村
内
の
農
業
生
産
に
お

い
て
上
位
に
位
置
す
る
豪
農

で
あ
り
、
城
下
町
福
山
の
煙

草
問
屋
と
密
接
な
関
係
を
有

し
て
い
た
。
忠
治
郎
は
一
八

六
一
年
（
文
久
元
）
九
月
か

ら
翌
年
八
月
に
か
け
て
未
渡

村
産
煙
草
六
八
丸
（
う
ち
自

己
の
生
産
分
は
一
二
丸
）、始

路
村
分
二
二
丸
の
あ
わ
せ
て

九
〇
丸
を
福
山
問
屋
鉄
屋
、

合計

500斤以上 － 1 － 3 1 5

5 25 16 10 4 60

3－2－1－

2223854

15－－2121

11－146－

4112－－

合計20石以上10～20石５～10石５石未満石高不明

10～50斤

50～100斤

100～300斤

300～500斤

『西中国煙草史』表３（44～47頁）より作成

10斤未満

表３ 弘化３年未渡村における米生産高と煙草生産高
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坂
田
屋
・
米
屋
に
売
り

渡
し
て
い
た13

。
未
渡
村

と
そ
の
近
辺
農
民
は
、

忠
治
郎
を
通
じ
て
煙
草

商
品
市
場
に
つ
な
が
り

現
銀
収
入
を
得
て
お
り
、

一
方
の
忠
治
郎
は
生
産

者
農
民
に
煙
草
を
抵
当

と
し
た
貸
付
や
年
貢
取

替
な
ど
も
行
っ
て
い
た
。

こ
れ
を
も
っ
て
、
忠
治

郎
は
「
こ
の
地
帯
に
お

け
る
最
上
層
の
米
、
煙

草
の
直
接
生
産
者
で
あ

る
と
と
も
に
、
村
役
人

と
し
て
の
地
位
と
自
ら

の
物
資
的
基
礎
に
よ
っ

て
、
福
山
の
煙
草
問
屋
と
結
び
つ
い
て
こ
の
地
帯
に
お
け
る
唯
一
の

商
品
作
物
で
あ
る
煙
草
の
市
場
へ
の
流
通
関
係
も
お
さ
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
金
穀
貸
付
に
よ
る
自
己
の
支
配
下
に
あ
る
農
民
は
も
と
よ

り
、
地
域
全
体
の
農
民
に
対
し
て
、
か
れ
ら
の
貨
幣
経
済
に
つ
な
が

る
唯
一
の
途
を
支
配
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
村
落
共
同
体
に
お
け
る
自

己
の
支
配
的
位
置
を
確
保
し
て
い
た
」
と
の
指
摘
も
あ
る14

。

た
だ
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
煙
草
の
生
産
と
流
通
の
あ
り
方
を
、

山
間
部
農
村
の
農
民
諸
階
層
の
あ
り
方
と
関
連
さ
せ
て
、
今
後
さ
ら

に
子
細
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る15

。
ま
た
、
第
一
節
で
触
れ
た
各
地

間
に
お
け
る
煙
草
生
産
の
競
争
・
格
差
を
生
み
出
し
た
要
因
と
し
て

は
、
煙
草
耕
作
に
適
合
し
た
土
地
柄
、
耕
作
に
お
け
る
技
術
と
効
率

性
、
そ
こ
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
葉
煙
草
の
品
質
な
ど
が
ま
ず

え
ら

れ
る
が
、
他
方
、
生
産
さ
れ
た
葉
煙
草
の
流
通
ル
ー
ト
の
優
位
性
の

有
無
も
そ
の
要
因
の
一
つ
で
あ
っ
た
も
の
と

え
る
。

一
八
六
一
年（
文
久
元
）、
広
島
藩
領
で
あ
る
未
渡
村
と
そ
の
周
辺

の
葉
煙
草
は
、
忠
治
郎
に
よ
っ
て
福
山
の
煙
草
問
屋
に
そ
の
大
部
分

が
移
出
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
福
山
藩
領
で
他
国
商
事
の
盛
ん
な
港

町
で
あ
っ
た
鞆
に
お
い
て
、
一
八
五
六
年
（
安
政
三
）
頃
、
広
島
藩

領
の
「
東
城
煙
草
」
が
問
屋
油
屋
で
相
当
量
取
り
扱
わ
れ
て
い
た
事

実
も
あ
り
、
広
島
藩
領
の
最
北
部
の
煙
草
が
広
島
藩
領
尾
道
の
ほ
か
、

福
山
藩
領
福
山
・
鞆
へ
多
量
に
出
荷
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
注
目
さ
れ

る
。
す
で
に
、
港
町
鞆
の
発
展
に
と
も
な
い
、
宝
暦
頃
に
は
特
例
と

し
て
鞆
商
人
の
出
願
に
よ
っ
て
福
山
城
下
へ
の
「
煙
草
出
問
屋
」
が

福
山
藩
か
ら
許
可
さ
れ
、
一
七
六
六
年（
明
和
三
）、
福
山
問
屋
の
反

対
で
一
時
的
に
は
停
止
さ
れ
た
が
、
の
ち
「
煙
草
出
問
屋
」
は
再
開

を
果
た
す
こ
と
と
な
っ
た
。
加
え
て
福
山
藩
は
、
芦
田
郡
・
神
石
郡

を
後
背
地
に
も
つ
府
中
町
に
お
い
て
も
、
府
中
商
人
を
中
心
と
す
る

合計

500斤以上 － － － 2 － 2

55 12 5 5 3 80

4－－121

27－－2322

171－－115

1211136

2－－－－2

合計不明10反以上７～10石５～７反５反未満

10～50斤

50～100斤

100～300斤

300～500斤

『西中国煙草史』表５（50～54頁）より作成

10斤未満

表４ 元治元年未渡村における所持耕地面積と煙草生産高

不耕作者 9 3 1 2 1 16
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煙
草
商
事
を
許
可
し
て
い
る16

。

以
上
、
大
坂
市
場
に
つ
な
が
る
瀬
戸
内
海
航
路
の
港
町
鞆
の
存
在

と
、
そ
の
鞆
の
商
人
に
よ
る
福
山
へ
の
「
煙
草
問
屋
」
進
出
の
事
例

は
、
福
山
城
下
問
屋
に
よ
る
煙
草
の
独
占
集
荷
販
売
体
制
を
突
き
崩

す
と
と
も
に
、
備
後
東
北
部
の
煙
草
流
通
の
活
況
化
と
煙
草
生
産
の

進
展
を
促
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
近
代
以
降
、
備
後
地

域
に
お
け
る
煙
草
専
売
の
展
開
に
対
す
る
必
要
条
件
と
し
て
、
重
要

な
意
味
を
も
っ
て
い
た
と

え
る
。

一
方
、
近
世
に
お
け
る
備
後
地
域
で
は
、
葉
煙
草
か
ら
刻
み
煙
草

へ
の
農
村
加
工
業
も
展
開
し
て
い
た17

。
最
初
は
「
手
切
り
」
と
称
さ

れ
る
家
族
労
働
に
よ
る
手
刻
み
の
方
法
で
製
造
さ
れ
、
製
造
高
も
一

日
一
貫
目
程
度
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
刻
み
煙
草
の
需
要
が
増
大
す

る
に
つ
れ
て
刻
み
煙
草
の
製
法
に
変
化
が
み
ら
れ
た
。
文
政
年
間
、

備
後
国
芦
田
郡
出
口
村
（
現
、
府
中
市
）
の
常
屋
孫
右
衛
門
が
家
族

的
な
手
刻
み
の
方
法
で
煙
草
製
造
業
を
開
始
し
た
が
、
そ
の
の
ち
家

族
の
他
に
職
人
を
雇
用
し
、
葉
組
・
葉
撰
・
葉
掃
・
葉
巻
・
刻
み
仕

立
て
な
ど
の
作
業
工
程
を
区
分
し
て
、
分
業
に
よ
る
協
業
の
形
態
を

と
る
製
法
を
創
始
し
た
。
こ
の
製
法
は
、
や
が
て
周
辺
の
網
引
村
・

新
市
村
・
福
山
な
ど
各
地
に
拡
大
し
て
い
っ
た
。

さ
ら
に
天
保
年
間
か
ら
安
政
年
間
に
か
け
て
、
備
後
地
域
に
は
、

煙
草
刻
み
器
械
と
し
て
「
栓
台
」
が
備
中
小
田
郡
笠
岡
町
か
ら
移
入

さ
れ
、
出
口
村
や
福
山
に
導
入
さ
れ
て
、
機
械
化
が
進
め
ら
れ
た
。

「
栓
台
」を
用
い
た
刻
み
煙
草
は
、
従
来
か
ら
の
手
刻
み
に
よ
る
製
品

に
比
し
て
繊
細
で
、
作
業
も
迅
速
化
し
て
生
産
量
が
著
し
く
増
加
し

た
。
そ
の
た
め
、
安
政
年
間
頃
に
は
手
刻
み
に
よ
る
製
造
法
は
ほ
ぼ

駆
逐
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
備
後
地
域
の
刻
み
煙
草
に
関
す

る
農
村
加
工
業
の
進
展
度
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
隣
国
安
芸
国
の
煙

草
生
産
に
比
し
て
、
そ
の
効
率
性
な
ど
で
優
位
に
立
っ
た
要
素
で
あ

り
、
近
代
以
降
、
中
国
山
地
に
お
け
る
煙
草
生
産
・
加
工
に
お
い
て
、

備
後
地
域
の
重
要
性
を
高
め
た
一
因
と
な
っ
た
。

第
二
章

近
代
に
お
け
る
備
後
地
域
の
煙
草
生
産
と
煙
草
専
売

第
一
節

葉
煙
草
専
売
法
の
成
立
過
程

先
述
の
よ
う
に
、「
富
国
強
兵
・
殖
産
興
業
」
政
策
を
推
進
す
る
明

治
政
府
が
国
家
財
政
の
体
裁
を
整
え
る
中
で
、
嗜
好
品
と
し
て
大
き

な
広
が
り
を
み
せ
る
煙
草
産
業
は
、
段
階
的
に
税
収
入
の
対
象
品
目

と
さ
れ
、
重
要
な
国
家
財
源
の
一
つ
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
。

一
八
七
五
年
（
明
治
八
）
一
〇
月
、「
煙
草
税
則
」
が
公
布
さ
れ
（
翌

年
一
月
一
日
施
行
）、
煙
草
製
造
業
者
・
仲
買
人
・
小
売
業
者
に
営
業

鑑
札
を
与
え
て
営
業
税
を
徴
収
す
る
こ
と
と
し
、
製
造
煙
草
に
は
印

紙
税
を
設
け
て
消
費
者
か
ら
そ
れ
を
徴
収
す
る
制
度
が
ス
タ
ー
ト
し

た
。
煙
草
営
業
税
と
製
造
印
紙
税
か
ら
な
る
煙
草
税
則
に
よ
っ
て
、

明
治
政
府
は
初
年
度
に
お
い
て
営
業
税
二
〇
万
円
、
印
紙
税
約
三
五

万
円
、
計
五
五
万
円
、
以
後
漸
増
し
て
二
〇
〇
万
円
に
達
す
る
収
入
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を
予
想
し
て
い
た
。
実
施
後
数
年
間
、
営
業
税
は
ほ
ぼ
予
想
額
に
達

し
た
が
、
印
紙
税
は
消
費
者
へ
販
売
す
る
際
に
印
紙
を
貼
用
さ
せ
た

結
果
、「
両
者
通
謀
」に
よ
る
無
印
紙
の
ま
ま
の
売
買
が
行
わ
れ
、
最

高
の
収
入
の
あ
っ
た
年
度
に
お
い
て
す
ら
初
年
度
予
算
の
二
割
余
に

し
か
達
し
な
か
っ
た
と
い
う18

。

一
八
八
二
年（
明
治
一
五
）、
政
府
は
煙
草
税
則
を
改
正
し
、
営
業

税
の
額
を
煙
草
製
造
者
と
仲
買
人
、
小
売
業
者
に
区
分
す
る
と
と
も

に
、
印
紙
税
の
税
率
も
改
正
し
て
製
品
を
量
目
と
定
価
と
に
よ
っ
て

三
等
級
で
課
税
す
る
こ
と
と
し
、
か
つ
煙
草
製
造
人
に
よ
り
包
装
の

際
に
帯
印
紙
を
貼
用
さ
せ
る
方
法
を
と
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
税
収
は

増
加
し
た
が
、
経
年
欠
陥
が
表
れ
る
に
至
り
、
政
府
は
一
八
八
八
年

（
明
治
二
一
）の
改
正
で
、
営
業
税
の
課
税
を
個
人
か
ら
営
業
所
に
改

め
、
従
来
高
級
品
に
比
較
的
低
か
っ
た
印
紙
税
の
課
税
率
も
従
価
二

割
に
定
め
、
さ
ら
に
印
紙
を
貼
用
消
印
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
不
正

防
止
を
図
っ
た
。
数
次
に
わ
た
る
改
正
に
よ
っ
て
、
煙
草
税
収
入
は

次
第
に
増
加
し
た
が
、
帯
印
紙
の
重
用
、
賃
刻
み
の
た
め
の
搬
出
を

利
用
し
た
無
印
紙
密
売
、
兼
業
課
税
を
悪
用
し
て
一
業
名
の
み
を
残

し
て
他
業
を
名
義
上
廃
業
す
る
な
ど
の
諸
方
法
に
よ
っ
て
、
相
当
の

脱
税
が
続
け
ら
れ
た19

。

そ
の
た
め
煙
草
専
売
の
議
論
や
煙
草
条
例
の
立
案
の
動
き
が
現
れ

始
め
、
日
清
戦
争
後
の
財
政
的
な
要
請
か
ら
、
一
八
九
六
年
（
明
治

二
九
）
三
月
二
七
日
に
葉
煙
草
専
売
法
が
公
布
さ
れ
、
準
備
期
間
約

二
年
を
へ
て
、
一
八
九
八
年
（
明
治
三
一
）
一
月
一
日
か
ら
施
行
さ

れ
る
に
至
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
葉
煙
草
の
耕
作
希
望
者
は
毎
年
届

け
出
を
行
い（
製
造
業
者
、
仲
買
人
の
葉
煙
草
耕
作
は
禁
止
）、
栽
培
・

乾
燥
さ
せ
た
葉
煙
草
は
全
て
政
府
に
売
却
す
る
義
務
を
負
っ
た
。
一

方
、
政
府
は
品
位
・
等
級
に
よ
っ
て
葉
煙
草
を
買
い
上
げ
、
生
産
者

農
民
に
あ
ら
か
じ
め
公
告
し
た
代
金
（
賠
償
金
）
を
支
払
う
こ
と
と

な
っ
た
。
ま
た
、
政
府
は
生
産
者
農
民
か
ら
買
い
上
げ
た
葉
煙
草
を
、

そ
の
買
い
入
れ
価
格
に
一
定
の
倍
率
（
収
入
率
）
を
乗
し
て
葉
煙
草

需
用
者
に
払
い
下
げ
、
葉
煙
草
売
買
取
引
は
政
府
か
ら
の
買
い
受
け

分
に
限
定
さ
れ
た
。

こ
の
葉
煙
草
専
売
制
導
入
は
、
自
由
耕
作
の
時
代
に
お
け
る
煙
草

商
人
・
仲
買
人
に
よ
る
不
正
・
搾
取
か
ら
耕
作
者
を
解
放
し
、
公
正

な
取
引
が
可
能
に
な
る
と
い
う
「
効
能
」
を
有
し
て
い
た
。
具
体
的

に
は
、
耕
作
者
・
納
付
者
の
目
の
前
で
行
わ
れ
る
量
目
の
公
正
さ
、

毎
年
播
種
時
期
に
先
立
っ
て
公
示
さ
れ
る
価
格
（
各
地
の
地
代
・
肥

料
代
・
公
課
・
金
利
・
手
間
代
そ
の
他
の
諸
費
用
を
勘
案
）、
品
質
に

応
じ
て
決
定
さ
れ
る
価
格
で
の
賠
償
、
葉
煙
草
専
売
所
お
よ
び
出
張

所
に
お
け
る
確
実
な
支
払
い
、
等
級
決
定
な
ど
に
対
す
る
不
服
が
あ

る
場
合
の
再
鑑
定
制
度
な
ど
が
そ
れ
で
あ
り
、
導
入
翌
年
以
降
、
葉

煙
草
耕
作
面
積
が
激
増
し
て
い
っ
た
こ
と
は
そ
れ
ら
耕
作
者
の
メ
リ

ッ
ト
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る20

。

し
か
し
、
翌
年
三
月
に
は
葉
煙
草
専
売
法
の
第
一
回
改
正
が
行
わ
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れ
、
耕
作
区
域
が
定
め
ら
れ
て
、
作
付
反
別
や
種
類
に
も
制
限
が
設

け
ら
れ
、
産
地
の
整
理
が
実
施
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
背
景

に
は
、
葉
煙
草
専
売
制
が
需
給
関
係
・
価
格
の
騰
貴
と
下
落
に
よ
っ

て
生
産
量
（
生
産
者
）
の
調
節
・
平
衡
を
は
か
る
方
法
を
と
ら
ず
、

自
由
耕
作
の
ま
ま
で
政
府
が
生
産
者
か
ら
葉
煙
草
を
収
納
す
る
方
法

を
導
入
し
た
た
め
、
耕
作
者
・
耕
作
地
と
生
産
量
の
激
増
に
よ
っ
て

政
府
は
葉
煙
草
の
過
剰
ス
ト
ッ
ク
を
抱
え
込
み
、
そ
れ
が
葉
煙
草
価

格
を
圧
迫
し
、
ひ
い
て
は
品
質
劣
悪
な
葉
煙
草
価
格
が
そ
の
標
準
と

な
る
と
い
う
矛
盾
を
内
包
し
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
一
方
、
葉
煙

草
専
売
法
の
導
入
に
よ
っ
て
消
費
税
の
負
担
を
負
う
こ
と
と
な
っ
た

葉
煙
草
耕
作
農
民
は
、
こ
の
改
正
に
お
い
て
葉
煙
草
耕
作
の
区
域
を

限
定
さ
れ
、
葉
煙
草
耕
作
の
反
別
や
種
類
に
も
制
限
が
加
え
ら
れ
る

な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
規
制
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る21

。

こ
の
ほ
か
第
一
回
の
改
定
で
は
、
煙
草
製
造
業
お
よ
び
煙
草
売
買

業
の
免
許
制
度
（
免
許
料
）
を
導
入
し
て
営
業
人
の
資
格
を
定
め
、

営
業
人
の
安
定
的
営
業
の
保
証
と
不
正
営
業
や
密
売
買
な
ど
の
弊
害

防
止
を
目
指
し
た
。
ま
た
、
葉
煙
草
の
代
用
品
使
用
の
禁
止
な
ど
も

盛
り
込
ま
れ
、
煙
草
専
売
法
の
欠
陥
を
補
充
し
よ
う
と
し
た
が
、
葉

煙
草
専
売
に
よ
る
収
入
実
績
は
予
定
に
比
し
て
不
足
を
生
じ
、
当
初

の
計
画
に
齟
齬
を
き
た
す
と
と
も
に
、
犯
罪
処
罰
の
件
数
も
年
々
増

加
し
て
い
っ
た22

さ
ら
に
、
こ
れ
ま
で
耕
作
者
・
耕
作
反
別
な
ど
に
つ
い
て
は
そ
れ

ら
申
告
を
政
府
が
承
認
す
る
方
法
を
採
用
し
て
い
た
が
、
一
九
〇
一

年
（
明
治
三
四
）
に
は
こ
れ
を
許
可
制
に
変
更
し
、
納
付
期
日
・
運

搬
場
所
の
指
定
、
収
穫
前
の
葉
煙
草
の
葉
数
、
量
目
の
査
定
な
ど
が

義
務
づ
け
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
が
査
定
数
に
及
ば
な
い
場
合

の
弁
償
な
ど
も
規
定
さ
れ
て
、
よ
り
厳
密
な
葉
煙
草
の
生
産
数
量
把

握
と
密
売
防
止
が
図
ら
れ
た23

。

第
二
節

明
治
期
に
お
け
る
備
後
地
域
の
葉
煙
草
生
産
・
流
通
と

煙
草
製
造

「
葉
煙
草
専
売
法
」
の
制
定
・
施
行
に
よ
っ
て
政
府
が
独
占
的
に

葉
煙
草
を
買
収
し
、
製
造
者
に
払
い
下
げ
る
こ
と
に
な
る
と
、
広
島

県
内
で
は
府
中
と
三
原
な
ど
に
専
売
所
（
翌
年
、
専
売
支
局
）
が
置

か
れ
た
。
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
の
下
に
出
張
所
が
設
置
さ
れ
て
葉
煙
草

の
収
納
に
あ
た
っ
た
が
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
近
世
以
来
、
県
内
煙

草
生
産
の
中
心
的
役
割
を
果
た
し
て
き
た
地
域
で
あ
っ
た
。
表
５
は
、

一
八
八
六
年
（
明
治
一
九
）
と
一
八
九
五
年
（
明
治
二
八
）
の
広
島

県
郡
別
葉
煙
草
作
付
面
積
と
葉
煙
草
生
産
高
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

一
八
八
六
年
か
ら
一
八
九
五
年
の
約
十
カ
年
の
間
に
、
広
島
県
全
体

の
葉
煙
草
作
付
面
積
は
一
・
三
七
倍
、
生
産
高
は
一
・
七
六
倍
を
示

し
て
お
り
、
と
り
わ
け
備
後
北
部
地
域
の
神
石
郡24

・
甲
奴
郡
・
比
婆

郡
な
ど
、
芦
田
郡
府
中
専
売
支
局
の
後
背
地
に
位
置
す
る
山
間
諸
郡

が
そ
の
数
値
を
伸
ば
し
て
い
る
。
と
く
に
神
石
郡
は
、
先
述
し
た
よ
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う
に
「
備
後
葉
」
の
起
源
と
も
な
っ
た
地
域
で
あ
り
、
葉
煙
草
生
産

に
お
い
て
群
を
抜
い
て
い
た
。

次
に
、
明
治
中
期
に
お
け
る
煙
草
生
産
の
収
益
状
況
を
確
認
し
て

み
る25

。
表
６
は
、
一
八
九
四
年
（
明
治
二
七
）
〜
一
八
九
六
（
明
治

二
九
）
の
三
年
間
に
お
け
る
「
備
後
葉
」
の
反
当
収
益
に
つ
い
て
、

葉
煙
草
を
そ
の
最
高
価
格
・
普
通
価
格
・
最
低
価
格
に
分
類
し
た
上

で
、
さ
ら
に
そ
れ
を
自
作
と
小
作
と
の
場
合
に
分
け
て
収
支
計
算
を

行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
収
入
に
つ
い
て
は
「
土
葉
」・「
中
葉
」・「
本

葉
」・「
天
葉
」・「
屑
葉
」
の
年
間
数
量
に
単
価
を
乗
じ
た
価
格
で
計

上
さ
れ
、
支
出
に
つ
い
て
は
栽
培
・
乾
燥
に
か
か
る
諸
経
費
（
公
課
・

種
子
代
・
苗
代
費
・
整
地
植
付
費
・
肥
料
代
・
中
耕
費
・
手
入
費
・

収
葉
費
・
乾
燥
費
・
調
理
費
・

器
具
損
料
な
ど
）
が
す
べ
て
含

ま
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

そ
の
収
支
結
果
を
あ
ら
わ
し
た

表
６
を
み
る
と
、
品
質
に
よ
っ

て
価
格
が
大
き
く
異
な
る
葉
煙

草
の
性
格
上
、
最
高
価
格
と
普

通
価
格
・
最
低
価
格
と
の
間
に

は
大
き
な
開
き
が
あ
り
、
ま
た

自
作
と
小
作
と
の
間
に
も
格
差

が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
最

高
価
格
の
場
合
は
自
作
で
も
小

作
で
も
明
治
二
七
年
を
除
い
て

利
益
が
計
上
さ
れ
て
い
る
が
、

普
通
価
格
・
最
低
価
格
の
場
合

は
自
作
も
小
作
も
収
支
は
帳
簿

上
大
き
な
損
失
を
出
し
て
い
る

よ
う
に
み
え
る
。
そ
れ
は
、
煙

草
が
労
働
力
の
集
約
的
投
下
を

5174432934201330.7966.6合計

216001512051.533.6芦品郡

双三郡
甲奴郡
神石郡 313.3 615.2 98689 276840

102.6 121.3 32419 42455
15.8 22.9 3837 6170

14395785879.427.5比婆郡

深安郡 2.7 4.4 501 1056
702380.20.7

295020109.413.4
24700181646595.6御調郡

世羅郡
沼隈郡

豊田郡
賀茂郡
高田郡 45.4 75.4 6965 23921

28.3 51.6 4728 18060
91.5 178.4 23812 71360

貫貫町 反町 反
明治28年明治19年明治28年明治19年

生産高作付面積

表５ 明治前期における広島県郡別葉煙草作付面積と生産高

（註）『広島県統計書』

安佐郡
佐伯郡
安芸郡 6.9 9.3 925 3013

173.4 13.8 74638 3464
4.6 11.7 1073 3102

4287244321.211.3山県郡

３カ年平 2.583 0.316 △1.595 △3.482 △3.578 △5.002

△3.252△1.842△1.3650.8552.7375.379

△5.484△4.059△3.049△1.1090.5112.841

△6.270△4.835△6.032△4.532△2.299△0.489

円円円円円円

小作自作小作自作小作自作

最低価格普通価格最高価格

明治27年

明治28年

明治29年

(註)『西中国煙草史』表28

表６ 明治27～29年 備後葉反当収益状況
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必
要
と
す
る
作
物
で
あ
る
た
め
、

労
賃
部
分
が
支
出
の
大
き
な
割

合
を
占
め
た
こ
と
も
一
因
と
な

っ
て
い
た
。
よ
っ
て
、
煙
草
栽

培
に
お
け
る
諸
労
働
を
自
家
労

働
で
ま
か
な
っ
た
と
仮
定
す
る

と
、
反
当
労
賃
支
出
部
分
は
事

実
上
耕
作
農
家
の
収
入
に
な
る

た
め
、
表
７
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
収
支
計
算
上
の
損
失
は
補

塡
さ
れ
、
生
産
農
家
は
多
く
の

現
金
収
入
を
得
た
こ
と
と
な
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
明
治
二
〇
年

代
後
半
、
葉
煙
草
専
売
が
導
入

さ
れ
る
直
前
の
備
後
地
域
山
間

部
の
農
村
に
お
い
て
は26

、
葉
煙

草
生
産
は
現
金
獲
得
の
た
め
の

貴
重
な
商
品
作
物
と
し
て
重
要

な
位
置
を
占
め
て
い
た
と

え

ら
れ
る
。

ま
た
、
近
世
以
来
の
葉
煙

草
・
刻
煙
草
の
集
散
地
と
な
っ

て
き
た
各
地
が
、
明
治
期
以
降
も
拠
点
と
な
っ
て
備
後
地
域
の
煙
草

生
産
発
展
の
一
翼
を
担
っ
て
き
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
具
体
的
に

は
、
明
治
一
〇
年
頃
の
状
況
を
示
し
た
表
８
に
あ
る
よ
う
に
、
葉
煙

草
一
八
万
貫
を
集
散
し
、
刻
煙
草
一
七
万
五
〇
〇
〇
貫
を
製
造
す
る

芦
田
郡
府
中
町
を
「
核
」
と
し
て
、
そ
の
後
背
地
で
三
万
六
〇
〇
〇

貫
の
葉
煙
草
を
産
出
し
、
周
辺
か
ら
四
万
貫
の
葉
煙
草
を
集
散
す
る

神
石
郡
油
木
町
、
葉
煙
草
四
万
八
〇
〇
〇
貫
、
刻
煙
草
一
万
二
〇
〇

〇
貫
を
輸
出
す
る
備
後
地
域
最
大
の
港
湾
都
市
尾
道
な
ど
、
重
要
拠

点
が
そ
れ
ぞ
れ
役
割
を
も
っ
て
存
在
し
、
そ
れ
ら
が
近
世
以
来
の
交

小作収益予想自作収益予想

12.176 7.031 1.944

4.37810.11515.697

1.3267.27112.151

0.133.7088.681

円円円

最低価格普通価格最高価格

表７ 明治27～29年における備後葉煙草耕作反当労賃と収益予想

(註)『西中国煙草史』表28・表29より加工作成

明治29年

明治28年

明治27年

反当労賃

最高価格 普通価格 最低価格 最高価格 普通価格 最低価格

円 円 円 円 円 円

10.98 9.74 6.4 10.491 5.208 1.565

11.64 10.32 6.81 14.481 9.211 2.751

12.96 11.48 7.63 18.339 12.335 5.788

3.3688.91814.4436.94610.51911.86３カ年平

運搬交通の品40000煙草

芦田郡府中町

神石郡油木町
煙草 36000 産出、製造

葉煙草 180000 運搬交通の品

刻煙草 175000 製造

運搬交通の品6000煙草

運搬交通の品7500煙草

産出、製造4000刻煙草

摘要数量(貫)種類

輸出48000葉煙草

輸出12000刻煙草

運搬交通の品900煙草

輸出14400刻煙草

運搬交通の品5040煙草

運搬交通の品20400煙草

運搬交通の品2100煙草

運搬交通の品5040煙草

製造8640刻煙草

輸出56000葉煙草沼隈郡松永村

奴可郡西条町

三谿郡三良坂

奴可郡庄原

奴可郡東城町

世羅郡甲山町

尾道

地名

三原

御調郡市村

甲奴郡上下村

（註)明治10年「備後国著名之区景況取調書」(『西中

国煙草史』第69表の１)

表８ 備後地方における主要煙草集散地
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通
路
を
継
承
し
な
が
ら
（
図
１
参
照
）、
煙
草
の
生
産
・
流
通
の
広
域

的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、「
煙
草
商
品
生
産
・
流
通
圏
」
と
も
い
う
べ
き

も
の
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
を
想
定
さ
せ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
「
煙
草
商
品
生
産
・
流
通
圏
」
を
繫
い
で
い
た
「
ヒ

ト
」
こ
そ
が
、
煙
草
仲
買
人
と
い
う
存
在
で
あ
っ
た
。
表
９
は
備
後

地
域
に
お
け
る
煙
草
産
地
・
集
散
地
間
の
仲
買
人
が
負
担
す
る
運
賃

（
葉
煙
草
運
搬
費
）
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
一
八
九
四
年
（
明
治

二
七
）
か
ら
一
八
九
七
年
（
明
治
三
〇
）
に
か
け
て
そ
の
運
賃
が
上

昇
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
と
れ
る
と
と
も
に
、
府
中
町
や
井
原
町
な

ど
煙
草
製
造
の
中
心
地
に
向
け
た
運
輸
・
流
通
網
が
確
立
し
て
い
た

こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
す
で
に
近
世
後
期
に
は
仲
買
人
の
活
動
は
存
在

し
て
い
た
が
、
一
方
で
生
産
農
民
自
ら
が
葉
煙
草
を
集
散
地
に
搬
出

し
て
委
託
販
売
を
行
う
ケ
ー
ス
も
多
か
っ
た
。
明
治
時
代
以
降
に
な

る
と
、
煙
草
耕
作
者
は
委
託
販
売
か
ら
仲
買
人
へ
の
直
接
売
却
に
切

図１ 『広島県史』近世１，図264より引用。

403530229

銭銭銭銭里

明治30年明治29年明治28年明治27年里程

433830239

504540389

383226228

表９ 備後地域煙草産地・集散地間の里程と運賃

(註)『西中国煙草史』第69表の２

油木村－井原町

稲草村－府中町

福永村－府中町

年別

地名

油木町－府中町

152781712208424153

貫人貫

製造高機械数製造者数製造高機械数

164161912223385155

155521811244834180

221762212303959214

表10 明治中期備後地域における煙草製造者数

(註)『西中国煙草史』第78表を加工作成

明治30

明治28

明治27

明治26 22

人

製造者数

23

24

24

24明治29 195 266427 12 20 17233

芦田郡 甲奴郡

国 界

郡 界

西国街道

脇 街 道

主な往環

小 往 環
城下町

宿(海)駅，馬継所

主な市町
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り
替
え
る
も
の
が
増

加
し
、
仲
買
人
は
そ

の
売
買
価
格
を
自
己

に
有
利
に
導
く
た
め

に
様
々
な
駆
け
引
き

を
行
い
、「
奸
商
」も

増
加
し
た
。
煙
草
耕

作
者
も
「
手
先
」・

「
バ
ン
ゾ
ウ
」な
ど
の

仲
買
人
と
の
仲
介
役

を
果
た
す
世
話
人
を

置
く
な
ど
し
て
対
応

を
図
っ
た
。
ま
た
、

先
述
し
た
よ
う
に
、

一
八
七
五
年
（
明
治

八
）
の
煙
草
税
則
導

入
と
一
八
八
三
年
（
明
治
一
六
）
公
布
の
第
一
回
改
正
と
に
よ
っ
て
、

仲
買
人
に
は
営
業
税
や
鑑
札
料
が
課
税
さ
れ
る
な
ど
規
制
が
加
え
ら

れ
た
が
、
密
造
・
密
売
な
ど
に
よ
る
納
税
義
務
違
反
が
あ
と
を
絶
た

ず
、
一
八
八
八
年
（
明
治
二
一
）
に
第
二
回
改
正
が
布
告
さ
れ
、
規

制
が
強
化
さ
れ
た27

。

一
方
、
明
治
時
代
以
降
の
備
後
地
域
に
お
け
る
煙
草
製
造
業
に
つ

い
て
は
、
従
来
か
ら
の
手

刻
み
に
よ
る
製
造
以
外
に
、

器
械
製
造
の
導
入
も
進
め

ら
れ
て
い
っ
た
。
表
10
は
、

一
八
九
三
年（
明
治
二
六
）

〜
一
八
九
七（
明
治
三
〇
）

に
お
け
る
芦
田
郡
・
神
石

郡
と
甲
奴
郡
の
煙
草
製
造

業
者
数
と
器
械
数
及
び
製

造
高
を
示
し
た
も
の
で
あ

る
。
府
中
煙
草
専
売
支
局

の
拠
点
で
あ
る
芦
田
郡
を

筆
頭
に
、
明
治
二
〇
年
代

後
半
の
時
期
に
は
、
製
造

家
数
、
器
械
数
、
製
造
高

と
も
に
漸
増
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、

葉
煙
草
専
売
制
導
入
以
降

の
一
八
九
九
年
（
明
治
三

二
）
か
ら
一
九
〇
三
年
年

（
明
治
三
六
）ま
で
の
備
後

地
域
の
主
要
煙
草
製
造
地

55544

67101211甲奴郡稲草村

芦田郡新市村

2991117

799911芦田郡網引村

芦田郡出口村

芦田郡府中町

深安郡福山町

双三郡吉舎･三良坂村

合計

(註)『西中国煙草史』第85表を加工作成

表11 明治後期における備後地域の製造地別製造人員

80 70 61 57 56

10 9 8 8 8

12 13 11 11 10

明治32 明治33 明治34 明治35 明治36

人 人 人 人 人

15 12 9 8 9

2,500～5,000

1,000～2,500

～1,000 95 47 31 22 62.5

27 42 39 27 17.8

13 19 19 17 8.6 19.118.215.2

30.337.533.6

24.829.938.6

100100100

7.2 5.8 11.2

4.6 6.7 11.2

明治33 明治34 明治35

％ ％ ％

0.8 1.9 3.4

以上 未満 (貫)

321－

％人人人人

明治32明治35明治34明治33明治32

3.910776

7.2106911

表12 府中専売支局管内における製造業者規模別人員表

(註)『西中国煙草史』第86表を加工作成

5,000～11,000

11,000～30,000

年代

30,000～50,000

合計 152 125 104 89 100
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区
別
の
製
造
者
数
を
表
11
で
見
る
と
、
逆
に
製
造
業
者
数
が
減
少
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
表
12
か
ら
、
そ
こ
に
は
一
カ
年
製

造
高
一
〇
〇
〇
貫
未
満
の
零
細
業
者
の
減
少
と
、
逆
に
大
規
模
生
産

者
の
出
現
と
い
う
傾
向
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
煙
草
製
造
業

に
お
い
て
も
、
水
車
な
ど
を
利
用
し
、
大
規
模
器
械
（
旋
回
機
械
な

ど
）
を
使
用
し
て
雇
用
労
働
で
量
的
な
生
産
を
可
能
と
し
て
い
た
大

規
模
経
営
と
、
家
内
的
な
手
工
業
形
態
を
と
っ
て
い
た
中
小
経
営
に

わ
か
れ
、
葉
煙
草
専
売
制
の
導
入
以
降
、
零
細
な
経
営
が
淘
汰
さ
れ

て
い
く
状
況
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

第
三
節

葉
煙
草
生
産
地
域
に
対
す
る
「
認
識
」
｜
備
前
地
域
の

事
例
｜

各
地
の
専
売
支
局
で
は
、
葉
煙
草
専
売
開
始
に
あ
た
っ
て
、
さ
ま

ざ
ま
な
形
で
管
轄
内
の
煙
草
生
産
地
に
対
す
る
将
来
展
望
・
分
析
を

行
っ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
そ
の
一
事
例
と
し
て
、
広
島
県
の
隣
県
岡

山
県
（
備
前
地
方
）
の
煙
草
地
帯
に
関
す
る
政
府
（
大
蔵
省
主
税
局
）

に
よ
る
報
告
書
を
参
照
し
、
そ
の
分
析
視
角
や
展
望
の
あ
り
方
を
史

料
に
基
づ
き
確
認
し
て
み
た
い28

。

岡
山
県
は
、
一
八
七
七
年
（
明
治
一
〇
）
の
「
全
国
農
産
表
」
に

よ
れ
ば
、
全
国
七
〇
県
中
、
備
中
国
六
位
、
美
作
国
一
三
位
、
備
前

国
四
四
位
と
い
う
煙
草
生
産
の
位
置
を
占
め
て
お
り
、
と
く
に
備

中
・
美
作
は
全
国
有
数
の
煙
草
生
産
地
帯
で
、「
備
中
葉
」・「
作
州
葉
」

と
し
て
全
国
に
知
ら
れ
て
い
た29

。「
葉
煙
草
専
売
法
」が
施
行
さ
れ
た

一
八
九
八
年
（
明
治
三
一
）
に
「
岡
山
県
煙
草
専
売
所
」
が
設
置
さ

れ
、
備
前
地
域
に
は
弓
削
・
加
茂
に
出
張
所
が
、
翌
一
八
九
九
年
に

は
高
梁
・
久
世
に
専
売
支
局
が
設
け
ら
れ
、
岡
山
県
の
煙
草
生
産
を

統
括
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
高
梁
支
局
の
管
轄
地
域
は
、
備
中
の
川

上
・
阿
賀
・
上
房
・
哲
多
・
賀
陽
・
下
道
・
窪
屋
・
都
宇
の
八
郡
と

備
前
の
津
高
・
和
気
・
磐
梨
・
赤
坂
・
邑
久
・
児
島
・
上
道
の
七
郡
、

合
計
一
五
郡
で
、
久
世
支
局
は
、
久
世
支
所
所
属
の
大
庭
・
真
島
・

久
米
北
条
・
西
西
条
の
四
郡
、
中
福
田
支
所
所
属
の
大
庭
・
真
島
・

伯
耆
国
東
伯
の
三
郡
、
津
山
支
所
所
属
の
西
西
条
・
西
北
条
・
東
南

条
・
東
北
条
・
勝
北
・
吉
野
・
英
田
・
勝
南
・
久
米
北
条
・
久
米
南

条
の
一
〇
郡
を
そ
れ
ぞ
れ
管
轄
す
る
こ
と
と
な
っ
た30

。

一
八
九
八
年
（
明
治
三
一
）
五
月
の
主
税
局
臨
時
内
報
第
二
六
号31

に
は
、「
煙
草
作
ノ
将
来
調
査
ノ
件
」
と
し
て
、「
本
局
ニ
於
テ
試
ニ

備
前
ノ
煙
草
将
来
ニ
就
キ
調
査
セ
シ
ニ
別
紙
ノ
如
シ
、
當
該
專
売
所

ハ
固
ヨ
リ
相
當
ノ
調
査
ア
ル
ベ
キ
ハ
論
ヲ
待
タ
サ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
、

必
ズ
本
調
査
ト
一
致
ス
ヘ
キ
ニ
ア
ラ
サ
ル
ヘ
シ
、
各
所
ニ
於
テ
モ
本

調
査
ニ
準
シ
相
当
ノ
調
査
ヲ
了
シ
本
局
ニ
報
告
セ
ラ
レ
タ
シ
」
と
し

て
、
こ
れ
に
準
じ
て
そ
の
他
の
煙
草
生
産
地
で
も
調
査
を
行
う
よ
う

奨
励
し
て
い
る
。
以
下
、
こ
の
報
告
書
の
内
容
を
検
討
し
な
が
ら
、

明
治
三
〇
年
代
初
頭
の
備
前
地
域
に
お
け
る
葉
煙
草
生
産
の
実
態
と

煙
草
専
売
局
の
地
域
に
対
す
る
「
認
識
」
と
に
つ
い
て

え
て
い
く
。
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（
一
）
備
前
地
域
の
葉
煙
草
盛
衰
に
つ
い
て

報
告
書
は
、
ま
ず
「
備
前
煙
草
作
ノ
将
来
」
と
題
し
て
、
備
前
岡

山
専
売
所
管
内
に
お
け
る
「
第
一
葉
煙
草
盛
衰
ノ
状
況
」
に
つ
い
て
、

「
本
所
管
轄
内
ハ
土
地
概
ネ
平
坦
ニ
シ
テ
交
通
ノ
便
開
ク
ル
ニ
従
ヒ

煙
草
作
ニ
従
事
ス
ル
モ
ノ
ハ
収
支
相
償
ハ
ズ
ト
テ
畑
地
ヲ
田
ニ
改
ム

ル
モ
ノ
多
ク
已
ニ
和
気
郡
福
河
村
大
字
寒
河
ノ
如
キ
ハ
従
来
寒
河
煙

草
ト
称
シ
旧
藩
ノ
頃
ハ
藩
主
ノ
自
用
ニ
献
セ
シ
産
地
ナ
リ
シ
モ
、
近

時
ノ
状
況
ハ
只
自
用
煙
草
ヲ
僅
ニ
耕
作
ス
ル
ノ
ミ
ニ
シ
テ
昔
時
ノ
煙

草
畑
ハ
皆
米
田
ニ
変
セ
リ
」
と
述
べ
、
明
治
維
新
以
来
の
近
代
化
の

中
で
、
煙
草
耕
作
地
が
米
作
転
換
さ
れ
て
い
っ
た
傾
向
を
指
摘
し
て

い
る
。
そ
し
て
、「
弓
削
支
所
々
轄
ハ
頻
年
退
歩
ノ
有
様
ニ
シ
テ
其
産

額
ノ
最
大
部
分
ヲ
占
メ
居
ル
久
米
南
条
郡
吉
岡
村
、
赤
坂
郡
山
方
村

等
ノ
如
キ
近
時
作
付
ハ
昔
ノ
半
数
ニ
達
セ
ズ
、
特
ニ
境
川
村
大
字
上

籾
、
中
籾
、
下
籾
ノ
如
キ
ハ
籾
村
煙
草
ト
称
シ
有
名
ナ
リ
シ
カ
、
近

来
ハ
只
僅
ニ
其
痕
跡
ヲ
存
ス
ル
ノ
ミ
」
と
弓
削
支
所
管
内
村
々
の
煙

草
作
の
衰
退
状
況
に
ふ
れ
、
ま
た
「
加
茂
支
所
々
轄
内
」
に
つ
い
て

も
「
明
治
廿
一
、
二
年
ノ
頃
ハ
作
付
多
ク
従
テ
産
額
ヲ
モ
増
加
セ
シ

ガ
」、
十
年
経
過
し
た
現
在
の
状
況
は
そ
の
頃
の「
十
分
ノ
六
七
ニ
減

セ
リ
」
と
煙
草
作
付
面
積
・
産
額
の
減
少
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
る
。

産
額
減
少
の
理
由
に
つ
い
て
は
、「
老
農
ノ
云
フ
処
ニ
徴
ス
ル
モ
明

ナ
リ
、
則
チ
全
ク
他
作
物
ト
ノ
損
益
相
償
リ
サ
ル
ニ
ヨ
ル
モ
ノ
ノ
如

シ
」
と
し
て
い
る
。
そ
の
老
農
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
数
十
年
前
の
葉

煙
草
二
百
目
は
米
一
升
二
合
と
同
価
で
あ
っ
た
も
の
が
、
現
在
は
二

百
目
に
付
き
米
七
合
ま
で
減
価
し
、「
其
価
格
低
廉
ニ
シ
テ
他
ノ
作
物

ニ
比
ス
レ
バ
利
益
少
シ
ト
称
シ
産
額
減
少
」
し
て
い
る
と
い
う
。
近

世
山
間
部
農
村
の
貴
重
な
換
金
作
物
で
あ
っ
た
煙
草
が
、
近
代
以
降

の
資
本
主
義
発
達
の
中
で
、
他
の
農
産
物
に
対
し
て
相
対
的
に
価
値

を
低
下
さ
せ
て
お
り
、
そ
れ
こ
そ
が
農
家
を
し
て
煙
草
作
付
け
を
忌

避
さ
せ
て
い
る
一
因
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

（
二
）
備
前
地
域
の
作
付
面
積
と
収
穫
量
に
つ
い
て

続
い
て
報
告
書
で
は
、
備
前
地
域
（
岡
山
専
売
所
管
轄
内
）
の
煙

草
作
付
面
積
と
収
穫
量
に
関
し
て
、
一
八
九
七
年
（
明
治
三
〇
）
管

理
局
調
査
の
数
値
を
も
と
に
、
久
世
専
売
所
と
高
梁
専
売
所
と
の
比

較
を
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
岡
山
専
売
所
管
内
（
備
前
地

域
）
の
煙
草
作
付
面
積
は
、
総
反
別
一
二
四
町
五
反
、
収
穫
量
（
見

込
高
）
は
五
万
一
九
七
貫
目
に
止
ま
り
、
こ
れ
に
対
し
て
久
世
専
売

所
管
内
（
美
作
地
域
）
は
総
反
別
七
〇
二
町
六
反
、
収
穫
量
二
八
万

八
九
九
四
貫
目
、
高
梁
専
売
所
管
内
（
備
中
地
域
）
は
、
総
反
別
八

九
八
町
三
反
、
収
穫
量
三
六
万
六
六
二
貫
目
に
上
っ
て
い
る
。
比
較

を
す
れ
ば
、「
備
前
葉
ハ
備
中
葉
ニ
比
シ
テ
反
別
及
収
穫
高
ト
モ
ニ

僅
々
其
七
分
ノ
一
強
ニ
相
当
シ
、
作
州
葉
ニ
比
シ
テ
六
分
ノ
一
弱
ニ

モ
適
ス
ル
ニ
過
キ
サ
ル
」
有
様
で
あ
り
、
備
中
葉
や
作
州
葉
に
対
す

る
備
前
葉
の
劣
位
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

と
く
に
岡
山
本
所
の
直
轄
分
は
二
三
町
五
反
、
収
量
八
八
〇
六
貫
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の
少
額
で
、
日
用
煙
草
耕
作
者
が
多
く
、「
未
ダ
所
謂
産
地
ナ
ル
モ
ノ

ヲ
形
成
セ
ズ
」と
い
う
状
況
で
あ
り
、「
注
意
ス
ベ
キ
ハ
加
茂
及
弓
削

支
所
産
地
ニ
ア
リ
」
と
し
て
、
両
支
所
管
内
に
お
け
る
収
穫
額
五
〇

〇
貫
目
以
上
の
産
出
が
見
込
め
る
村
々
を
示
し
て
い
る32

。

（
三
）
気
象
関
係
に
つ
い
て

報
告
書
は
備
前
地
域
の
気
象
に
つ
い
て
も
詳
細
な
分
析
・
検
討
、

報
告
を
行
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
中
央
気
象
台
の
デ
ー
タ
を
利
用
し
て

所
管
内
の
月
別
と
四
半
期
別
の
平

気
温
を
記
し
、
平

気
温
が
全

国
最
高
で
あ
る
小
笠
原
諸
島
や
同
最
低
で
あ
る
北
海
道
上
川
な
ど
と

比
較
し
て
、
そ
れ
ら
に
「
比
ス
レ
バ
煙
草
栽
培
上
ノ
温
度
ト
シ
テ
寧

ロ
好
温
度
ト
云
フ
ヘ
シ
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
煙
草
の
適
温
を
摂

氏
二
五
度
か
ら
最
良
温
度
摂
氏
三
二
度
と
い
う
学
説
を
挙
げ
、「
然
ラ

ハ
即
チ
当
地
方
ハ
温
度
上
稍
好
位
置
ニ
ア
ル
モ
ノ
ト
云
ハ
サ
ル
ベ
カ

ラ
ス
」
と
し
て
い
る
。

次
に
降
霜
期
（
初
霜
、
終
霜
、
最
早
、
最
遅
）
と
栽
培
時
期
（
播

期
、
移
植
期
、
収
穫
期
）と
を
対
照
し
、「
少
シ
モ
不
都
合
ナ
キ
カ

如
シ
、
特
ニ
当
地
ハ
年
間
結
霜
カ
数
ハ
平

九
十
六
日
ニ
過
キ
ズ
シ

テ
全
国
中
決
シ
テ
最
多
地
ニ
ハ
位
セ
サ
ル
ナ
リ
」
と
し
て
い
る
。

さ
ら
に
雨
量
に
つ
い
て
は
、四
半
期
の
平

雨
量
を
確
認
し
て「
最

少
部
」
に
属
し
「
普
通
乾
燥
地
」
と
み
な
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
煙

草
栽
培
上
雨
量
ノ
関
係
ハ
大
ナ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
大
凡
煙
草
ハ
湿
潤
ナ

ル
気
候
ヲ
コ
ノ
ム
ナ
リ
ト
雖
モ
、
過
度
ニ
湿
潤
ア
ル
ヨ
リ
ハ
寧
ロ
乾

燥
ニ
過
ク
ル
ヲ
宜
シ
ト
云
フ
」
と
し
て
、
生
長
期
の
晩
期
に
「
霖
雨

ノ
害
」
を
蒙
る
こ
と
が
少
な
い
こ
と
を
利
点
と
し
て
い
る
。

最
後
に
、
風
害
に
つ
い
て
は
、
当
地
の
強
風
の
平

日
数
を
全
国

平

と
比
較
し
て
、「
最
弱
部
ニ
ア
ル
モ
ノ
ト
云
フ
得
ヘ
シ
」
と
し
、

「
暴
風
ノ
害
ヲ
蒙
ル
事
他
産
地
ニ
比
シ
テ
僅
少
ナ
ル
ベ
シ
」と
判
断
し

て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
検
討
を
加
え
て
上
で
、「
当
地
方
煙
草
作
ニ
ア
リ
テ

ハ
、
温
度
・
霜
・
雨
量
・
風
等
ハ
寧
ロ
適
良
ノ
情
態
ニ
ア
ル
モ
ノ
ト

云
フ
ベ
シ
、
然
レ
ト
モ
元
来
煙
草
ノ
生
長
最
盛
期
ハ
反
テ
多
量
ノ
雨

量
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
カ
故
ニ
、
若
シ
気
候
不
順
ニ
際
シ
テ
ハ
往
々

旱
害
ヲ
蒙
リ
易
キ
ノ
恐
ア
リ
」と
し
、「
要
ス
ル
ニ
気
象
上
ヨ
リ
観
察

ス
レ
ハ
当
栽
培
地
ハ
稍
良
好
ノ
位
置
ニ
ア
ル
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

（
四
）
土
質
（
土
壌
）
関
係
に
つ
い
て

報
告
書
で
は
、
当
該
地
の
土
壌
関
係
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。

「
加
茂
支
所
及
弓
削
支
所
産
地
ノ
土
質
ハ
共
ニ
主
ト
シ
テ
古
生
紀
層

（
秩
父
古
生
紀
）ノ
壌
土
又
ハ
壌
質
粘
土
ニ
シ
テ
只
僅
ニ
花
崗
岩
及
珍

岩
ノ
砂
質
壌
土
又
ハ
砂
質
壌
土
ヨ
リ
成
ル
処
ア
リ
」
と
分
析
し
て
い

る
。
そ
の
上
で
、「
土
質
ハ
煙
草
栽
培
上
ニ
重
大
ノ
関
係
ヲ
及
ボ
ス
ハ

其
化
学
的
組
成
分
ノ
如
何
ニ
ア
ル
ヨ
リ
ハ
寧
ロ
理
学
的
性
質
即
チ
空

気
ノ
透
通
又
ハ
排
水
ノ
便
否
如
何
ニ
ヨ
ル
事
多
シ
ト
ス
」
と
前
提
を

述
べ
た
上
で
、「
総
シ
テ
理
学
性
ハ
最
良
ナ
リ
ト
云
フ
ベ
カ
ラ
サ
ル
カ

如
シ
、
只
僅
ニ
耕
地
石
砂
ヲ
含
有
シ
表
土
深
ク
且
多
少
ノ
傾
斜
ヲ
ナ
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セ
ル
モ
ノ
ニ
ア
リ
テ
ハ
、
理
学
的
性
質
ノ
頗
ル
良
好
ナ
ル
ヲ
認
ム
ヘ

キ
処
ア
リ
」
と
評
価
し
て
い
る
。

（
五
）
他
の
重
要
作
物
と
の
比
較

報
告
書
で
は
、
煙
草
作
と
競
合
し
つ
つ
進
展
し
て
い
た
他
作
物
、

具
体
的
に
は
藍
・
大
豆
・
陸
稲
な
ど
と
の
比
較
分
析
も
行
っ
て
い
た

（
表
13
）。
当
該
地
は
煙
草
が
夏
作
の
主
体
と
な
っ
て
い
た
が
、
近
年

は
利
益
分
の
減
少
か
ら
産
額
そ
の
も
の
も
減
少
し
、「
藍
ハ
煙
草
ニ
比

ス
レ
ハ
其
収
益
多
キ
ヲ
以
て
盛
ナ
ル
ニ
至
レ
リ
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

ま
た
、
大
豆
は
、「
煙
草
、
藍
ト
ハ
異
ナ
リ
肥
料
ヲ
多
量
ニ
施
サ
ズ
、

且
人
夫
賃
ヲ
要
ス
ル
事
甚
少
ナ
キ
ヲ
以
テ
其
作
付
盛
」
ん
で
あ
り
、

陸
稲
も
「
近
来
ノ
流
行

作
物
ニ
シ
テ
米
価
騰
貴

シ
其
収
益
多
キ
ヲ
以
て

栽
培
愈
盛
」
ん
に
な
っ

た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い

る
。
具
体
的
に
は
、
比

較
的
都
市
近
郊
を
含
む

岡
山
本
所
管
内
で
は
、

「
近
来
玉
藍
ノ
高
価
ナ

ル
ニ
従
ヒ
需
要
多
ク
特

ニ
地
勢
平
坦
地
味
豊
饒

ニ
シ
テ
善
ク
藍
作
ニ
適

ス
ル
ヲ
以
テ
近
来
増
カ
シ
、
動
モ
ス
レ
バ
煙
草
作
ヲ
凌
駕
セ
ン
ト
ス

ル
ノ
趨
勢
」
で
あ
っ
た
こ
と
、
加
茂
支
所
管
内
で
は
米
価
高
騰
に
伴

い
陸
稲
耕
作
の
収
益
が
増
加
し
陸
稲
作
が
拡
大
し
て
い
た
こ
と
、
弓

削
支
所
管
内
で
は
「
ト
ロ
」（
藁
紙
製
造
に
必
要
な
原
料
）
の
栽
培
が

煙
草
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
増
加
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

葉
煙
草
専
売
導
入
直
前
に
お
け
る
岡
山
本
所
管
内
の
煙
草
作
一
反

1.9912.910.91

1.868.006.14

△1.0815.5416.62

差引損益収入金高支出金高

円円円

△9.7715.7525.56煙草

作物

項目

藍

大豆

陸稲

(註１)「明治三十三年分 主税局内報 第二

類 庶務課」

(註２)煙草の損益には３円77銭の労働報酬分

が含まれる。

表13 加茂・弓削支所管内における

重要作物の平 収支（明治27～29年)

7.175△3.24810.27713.505

円円円円

労働報酬損益比較収入高支出高

7.640△1.94013.18515.125

8.830△1.32415.98617.310

8.830△1.32415.98617.310

表14 岡山専売所管内における収支表(明治27～30年）

(註１)「明治三十三年分 主税局内報 第二類 庶務課」

(註２)収支は煙草作１反当たりの数値。

1897(明治30)年

1896(明治29)年

1895(明治28)年

項目

年代

1894(明治27)年

6.720△0.78912.17312.962

円円円円

労働報酬損益比較収入高支出高

7.4400.24614.92014.647

8.4151.46218.22716.765

8.4151.46218.22716.765

表15 加茂支所管内における収支表(明治27～30年）

(註１)「明治三十三年分 主税局内報 第二類 庶務課」

(註２)収支は煙草作１反当たりの数値。

1897(明治30)年

1896(明治29)年

1895(明治28)年

項目

年代

1894(明治27)年
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当
た
り
の
収
支
計
算
を
ま
と
め

た
の
が
表
14
で
あ
る
。
煙
草
作

は
、
労
働
報
酬
と
し
て
地
域
に

還
元
さ
れ
る
部
分
が
あ
り
、
ま

た
帳
簿
上
の
収
支
の
赤
字
も
労

賃
部
分
を
自
家
労
働
で
賄
え
ば

補
塡
さ
れ
る
こ
と
は
先
述
の
通

り
で
あ
る
が
、
表
15
の
加
茂
支

所
と
表
16
の
弓
削
支
所
の
場
合

も
含
め
、
労
賃
部
分
を
除
い
た

収
益
は
思
わ
し
く
な
い
。
ま
た
、

「
藍
作
ノ
収
支
比
較
ニ
対
ス
レ

バ
孰
レ
カ
勢
力
ア
ル
ヤ
ハ
明
ナ

ル
へ
シ
」
と
の
記
述
な
ど
か
ら

煙
草
作
に
対
す
る
藍
作
の
優
位

性
が
窺
わ
れ
、
全
体
と
し
て
備

前
地
域
の
煙
草
作
が
他
作
物
と
の
比
較
で
、
収
支
上
決
し
て
有
利
な

作
物
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

（
六
）
備
前
葉
煙
草
の
品
質

報
告
書
で
は
、
備
前
の
葉
煙
草
の
品
質
に
関
す
る
分
析
も
行
っ
て

い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
加
茂
支
所
管
内
の
「
繁
葉
」
と
称
す
る
葉

煙
草
は
作
州
葉
に
準
じ
、
備
中
葉
よ
り
も
上
位
に
位
置
す
る
品
質
を

有
し
て
い
た
。
し
か
し
、「
繁
葉
」は
品
質
が
不
良
で
な
い
に
も
関
わ

ら
ず
そ
の
評
価
が
著
し
く
な
い
こ
と
を
挙
げ
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て

「
未
ダ
鋭
意
栽
培
改
良
ヲ
計
ラ
ズ
」
か
つ
「
其
収
量
僅
少
ニ
シ
テ
其
地

方
ノ
需
用
ヲ
充
タ
ス
ニ
過
ギ
ザ
レ
バ
ナ
リ
」
と
の
問
題
点
を
指
摘
し

て
い
る
。

と
く
に
「
需
用
」
に
つ
い
て
は
、
加
茂
支
所
管
内
の
葉
煙
草
産
額

の
十
中
八
九
は
土
地
の
「
需
用
」
に
応
じ
、
残
り
一
割
程
度
が
讃
岐

地
方
に
輸
出
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
の
点
は
岡
山
本
所
管
内
の
そ
れ
も

同
様
で
、
八
割
程
度
が
土
地
の
需
用
に
応
じ
、
残
り
の
二
割
が
四
国

地
方
に
輸
送
さ
れ
た
。
一
方
、
弓
削
支
所
管
内
の
葉
煙
草
は
、
土
地

の
需
用
は
二
割
程
度
で
、
残
り
の
八
割
は
播
州
地
方
へ
輸
送
し
て
い

た
と
い
う
。

こ
の
点
を
踏
ま
え
て
、「
本
産
地
葉
煙
草
ノ
品
位
ヲ
全
国
葉
煙
草
ニ

比
準
ス
ル
ト
キ
ハ
中
等
以
下
ニ
位
ス
ル
モ
ノ
ト
云
ハ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、

而
シ
テ
其
需
用
ノ
程
度
ハ
深
シ
テ
広
ク
使
用
シ
得
ベ
キ
カ
如
何
ニ
ツ

キ
地
家
ノ
説
聞
ク
ニ
、
独
リ
加
茂
葉
ハ
将
来
需
用
ニ
乏
シ
カ
ラ
サ
ル

ノ
品
位
ナ
リ
、
且
其
価
格
ハ
割
合
ニ
低
廉
」
で
あ
り
、
ゆ
え
に
「
品

質
上
ヨ
リ
観
察
ス
ル
モ
今
ヨ
リ
価
格
ノ
昇
騰
ス
ル
事
ア
ラ
バ
、
自
然

産
額
ニ
多
少
ノ
変
動
ア
ル
ベ
キ
モ
、
将
来
ニ
於
テ
果
シ
テ
販
路
拡
張

ス
ベ
キ
ヤ
否
ハ
収
量
ノ
増
減
如
何
ニ
関
係
」
す
る
と
記
し
て
い
る
。

（
七
）
将
来
性

以
上
の
よ
う
な

察
を
重
ね
た
上
で
、
大
蔵
省
主
税
局
に
よ
る
調

6,860△2,02111,17913,200

円円円円

労働報酬損益比較収入高支出高

8,260△0,57215,08815,660

8,7300,86218,15217,290

8,7300,86218,15217,290

表16 弓削支所管内における収支表(明治27～30年）

(註１)「明治三十三年分 主税局内報 第二類 庶務課」（府中専売局）

(註２)収支は煙草作１反当たりの数値。

1897(明治30)年

1896(明治29)年

1895(明治28)年

項目

年代

1894(明治27)年
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査
報
告
は
備
前
煙
草
作
（
岡
山
本
所
・
加
茂
支
所
・
弓
削
支
所
）
の

将
来
性
を
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
て
い
る
。

①
気
象
・
土
質
な
ど
自
然
条
件
に
つ
い
て
は
「
不
良
」
で
は
な
く
、

む
し
ろ
好
位
置
に
あ
る
。

②
し
か
し
、
農
家
経
済
の
現
況
や
一
般
社
会
・
経
済
の
変
化
と
そ
の

影
響
を

慮
す
る
時
、
将
来
有
望
と
は
断
じ
が
た
い
。
す
な
わ
ち
、

岡
山
専
売
所
の
よ
う
に
交
通
・
運
搬
の
便
が
開
け
、
労
働
賃
金
が

高
騰
し
て
い
る
地
域
で
は
、
煙
草
作
の
よ
う
に
労
働
費
用
を
多
用

す
る
作
物
は
他
作
物
と
比
較
し
て
栽
培
の
優
位
性
は
高
く
は
な

い
。

③
し
か
も
、
煙
草
作
の
「
強
敵
」
と
し
て
陸
稲
・
藍
・
大
豆
な
ど
の

「
有
利
作
物
」が
年
々
増
加
す
る
傾
向
に
あ
る
。
当
該
地
域
の
耕
作

状
況
を
見
れ
ば
、
一
般
に
土
地
は
豊
饒
で
概
ね
米
麦
類
の
普
通
作

物
の
栽
培
を
行
っ
て
お
り
、
特
に
近
年
の
米
価
騰
貴
は
当
該
地
域

の
よ
う
な
煙
草
産
地
の
農
家
一
般
の
好
況
を
招
来
し
、
益
々
陸
稲

耕
作
を
盛
況
に
し
て
い
る
。

④
こ
の
よ
う
な
現
況
か
ら

察
す
る
と
、
岡
山
本
所
、
弓
削
支
所
管

轄
内
の
葉
煙
草
作
は
今
後
拡
張
す
る
見
込
み
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
加
茂
産
地
に
つ
い
て
は
、
耕
作
の
状
況
や
葉
煙
草
の
品
位

な
ど
を

慮
す
る
と
発
展
の
可
能
性
を
残
し
て
お
り
、
今
後
栽
培

法
に
意
を
注
げ
ば
二
、
三
割
の
収
量
増
加
は
可
能
で
あ
る
。

こ
れ
ら
諸
点
を
挙
げ
た
上
で
、
報
告
書
は
当
該
地
域
の
葉
煙
草
に

つ
い
て
、
将
来
著
し
く
作
付
け
反
別
を
増
加
さ
せ
他
の
作
物
を
圧
倒

す
る
が
如
き
盛
況
を
呈
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
と
総
括
し
て
い

る
。葉

煙
草
専
売
が
導
入
さ
れ
た
直
後
に
こ
の
よ
う
な
調
査
報
告
書
が

ま
と
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
翌
年
三
月
の
第
一
回

改
正
に
よ
っ
て
産
地
の
整
理
が
実
施
さ
れ
て
い
っ
た
点
と
無
関
係
で

は
な
い
。
ま
た
、
本
報
告
書
は
、
当
該
期
の
備
前
の
葉
煙
草
生
産
が
、

自
然
地
理
的
な
条
件
の
み
で
は
な
く
、
地
域
社
会
の
経
済
諸
条
件
の

変
化
に
大
き
く
左
右
さ
れ
て
い
た
姿
も
窺
わ
せ
る
。
日
本
資
本
主
義

発
達
の
過
程
で
、
鉄
道
に
代
表
さ
れ
る
地
域
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
や
、

日
清
戦
後
経
営
の
展
開
な
ど
を
要
因
と
す
る
労
働
力
移
動
と
労
賃
高

騰
と
い
う
地
域
的
・
社
会
的
実
情
な
ど
が
、
労
働
投
下
型
・
集
約
的

な
農
業
生
産
を
必
要
と
す
る
葉
煙
草
生
産
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て

い
た
。
具
体
的
に
は
、
陸
稲
・
藍
・
大
豆
な
ど
、
煙
草
の
「
対
抗
作

物
」
に
し
て
か
つ
「
有
利
作
物
」
の
登
場
に
よ
っ
て
、
葉
煙
草
生
産

農
家
は
農
産
物
価
格
動
向
の
変
化
に
敏
感
に
反
応
し
て
、
農
産
物
の

作
付
割
合
を
変
え
て
い
っ
た
こ
と
、
と
く
に
日
清
戦
争
後
の
日
本
資

本
主
義
発
達
に
よ
る
産
業
構
造
の
変
化
と
都
市
労
働
者
の
漸
増
な
ど

に
よ
る
米
穀
需
要
が
、
当
該
地
域
の
農
産
物
生
産
を
陸
稲
栽
培
へ
と

シ
フ
ト
さ
せ
て
い
っ
た
こ
と
が

え
ら
れ
る
。

葉
煙
草
専
売
制
の
下
、
生
産
農
家
の
安
定
的
な
葉
煙
草
生
産
と
そ

こ
か
ら
の
確
実
な
税
徴
収
は
、
明
治
政
府
の
財
政
に
と
っ
て
不
可
欠
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の
要
素
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
多
く
の
先
行
研
究
も
示
し
て

い
る
と
お
り
、
制
度
の
運
営
上
多
く
の
問
題
点
を
内
包
し
て
い
た
。

次
章
で
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
地
域
的
な
状
況
を
備
後
地
域
の
実
態

に
即
し
て
検
討
し
て
み
た
い
。

第
四
節

葉
煙
草
専
売
法
の
地
域
運
営
と
そ
の
実
態

｜
備
後
地
域
の
事
例
｜

本
節
で
は
、
葉
煙
草
専
売
法
の
制
定
と
そ
の
変
遷
の
あ
り
方
が
、

備
後
地
域
、
な
か
ん
ず
く
府
中
専
売
支
局
管
轄
内
で
い
か
に
運
営
さ

れ
て
い
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
い
か
な
る
矛
盾
を
現
出
さ
せ
て
い
た

の
か
、
そ
の
実
態
に
つ
い
て
「
明
治
三
十
六
年
度
府
中
専
売
支
局
年

報
書
」
を
中
心
に
検
討
し
て
み
る33

。

第
一
項

府
中
専
売
支
局
管
内
に
お
け
る
葉
煙
草
専
売

ま
ず
、「
葉
煙
草
専
売
事
務
概
要
」
と
題
さ
れ
た
報
告
書
部
分
に

は
、
一
九
〇
一
年
（
明
治
三
四
）
四
月
八
日
法
律
第
二
四
号
で
改
正

さ
れ
た
葉
煙
草
専
売
法
の
、
府
中
専
売
支
局
管
内
に
お
け
る
運
用
実

態
に
関
す
る
記
述
が
散
見
す
る
。

（
一
）
耕
作
制
限
に
つ
い
て

府
中
専
売
支
局
で
は
、
一
九
〇
二
年
（
明
治
三
五
）
十
一
月
大
蔵

省
令
第
三
十
号
を
以
て
発
令
さ
れ
た
耕
作
制
限
に
基
づ
き
、
耕
作
申

請
提
出
期
限
を
同
年
十
二
月
中
に
定
め
て
一
般
へ
公
示
し
、
実
際
の

耕
作
面
積
を
制
限
反
別
に
近
似
さ
せ
る
た
め
に
、翌
一
九
〇
三
年（
明

治
三
六
）
一
月
か
ら
各
村
の
煙
草
耕
作
組
合
又
は
町
村
役
場
と
の
交

渉
を
重
ね
た
。
周
知
の
よ
う
に
煙
草
耕
作
組
合
は
、
品
種
改
良
・
肥

料
の
共
同
購
入
、
品
評
会
の
開
催
、
組
合
員
の
金
融
支
援
な
ど
さ
ま

ざ
ま
な
活
動
を
行
っ
て
い
た
。
葉
煙
草
専
売
法
を
運
営
す
る
に
あ
た

っ
て
、
府
中
専
売
支
局
は
こ
の
よ
う
な
地
域
農
民
組
織
や
末
端
の
行

政
機
関
か
ら
作
付
け
の
現
状
・
見
込
み
に
つ
い
て
聴
取
し
、
そ
れ
ら

と
折
衝
す
る
こ
と
な
ど
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の

交
渉
の
経
過
の
中
で
、
煙
草
耕
作
面
積
に
関
す
る
制
限
に
つ
い
て
は
、

次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

（
前
略
）…
其
耕
作
反
別
ノ
見
込
ヲ
徴
シ
著
シ
ク
不
及
ノ
傾
向
ア
ル
町

村
ニ
対
し
て
ハ
便
宜
勧
誘
的
手
段
ノ
執
リ
シ
カ
ハ
、
結
局
許
可
ヲ
與

ヘ
タ
ル
反
別
ハ
一
四
〇
六
町
歩
ニ
シ
テ
、
制
限
反
別
一
五
八
九
町
歩

ニ
対
シ
一
割
一
分
五
厘
許
ノ
減
少
ト
ナ
リ
、
爾
来
変
更
申
請
ノ
如
キ

ハ
妄
リ
ニ
之
レ
ヲ
聴
許
セ
サ
ル
ノ
方
針
ヲ
以
テ
処
理
セ
シ
モ
、
如
何

セ
ン
本
年
麦
作
非
常
凶
嘆
ニ
シ
テ
地
方
ニ
依
リ
テ
ハ
食
用
品
ニ
缺
乏

ノ
傾
向
ヲ
来
シ
、
是
等
農
家
ハ
食
用
作
物
ノ
耕
種
ニ
意
向
ヲ
変
シ
、

減
作
又
ハ
廃
作
ノ
申
請
ヲ
ナ
ス
モ
ノ
続
出
ス
ル
ニ
至
リ
、
此
等
事
情

止
ヲ
得
サ
ル
ニ
出
ツ
ル
モ
ノ
ノ
、
結
果
植
付
検
査
当
時
ニ
於
テ
ハ
反

別
総
計
千
三
百
四
十
二
町
歩
許
ニ
減
少
ス
ル
ヲ
見
ル
ニ
至
レ
リ
…

（
後
略
）。

排
水
良
好
で
冷
涼
な
気
候
、
害
虫
の
繁
殖
の
少
な
く
、
昼
夜
の
気

温
差
の
著
し
い
内
陸
部
・
山
間
部
を
好
む
煙
草
作
は
、
山
間
地
農
村
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の
土
地
利
用
度
を
高
め
る
意
味
で
も
重
要
な
商
品
作
物
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
こ
と
は
煙
草
生
産
が
地
域
的
に
は
厳
し
い
農
業
条
件
を
有
す
る

場
所
柄
で
行
わ
れ
る
こ
と
と
表
裏
の
関
係
に
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、

気
候
条
件
の
変
化
に
よ
っ
て
「
食
用
作
物
」
を
優
先
せ
ざ
る
を
得
な

い
状
況
が
生
ま
れ
る
と
、
多
く
の
「
廃
作
申
請
」
が
出
さ
れ
て
政
府

が
制
限
を
図
っ
て
決
定
し
た
煙
草
耕
作
面
積
に
は
達
し
な
い
と
い
う

事
態
が
生
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
制
度
と
そ
の
運
営
上
の
齟
齬
を

示
す
一
例
が
こ
こ
に
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
同
史
料
に
は
、
一
九
〇
一
年
（
明
治
三
四
）
葉
煙
草
専
売

法
の
細
則
第
八
条
、
す
な
わ
ち「
一

苗
床
ノ
設
備
及
其
管
理
」、「
二

播
種
期
」
か
ら
始
ま
っ
て
「
十
七

包
装
ノ
方
法
」
に
至
る
取
り

決
め
事
項
に
つ
い
て
の
記
述
も
あ
る
。
こ
の
細
則
第
八
条
に
つ
い
て

は
、
耕
作
者
は
各
地
域
の
専
売
局
長
ま
た
は
専
売
支
局
長
の
指
示
に

従
う
事
と
な
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
を
遵
守
し
な
い
者
、
犯
則
情
状
重

き
者
が
一
五
名
も
お
り
、
こ
れ
ら
を
摘
発
し
て
耕
作
許
可
を
与
え
な

か
っ
た
と
こ
ろ
、「
各
自
其
覆
轍
ヲ
踏
マ
サ
ラ
シ
ム
コ
ト
ニ
留
意
シ
指

示
事
項
の
励
行
上
利
便
ヲ
得
ク
ル
貼
尠
ナ
カ
ラ
サ
リ
シ
」
と
そ
の
効

果
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、「
植
付
ノ
方
法
缺
損
株
ノ
取
調
方
等
ニ

付
キ
テ
ハ
、
前
年
ト
等
シ
ク
懇
篤
ナ
ル
注
進
書
ヲ
配
布
ス
ル
コ
ト
、

前
後
数
回
専
ラ
指
示
事
項
ノ
実
行
上
ニ
付
注
入
的
指
導
ヲ
以
テ
注
意

ヲ
喚
起
セ
シ
メ
タ
リ
」
も
し
て
い
る
。
葉
煙
草
専
売
法
を
適
用
す
る

際
、
煙
草
専
売
支
局
主
導
で
、
煙
草
耕
作
技
術
も
含
め
た
細
か
い
運

営
・
指
導
を
行
っ
て
い
た
「
現
場
的
」
な
状
況
が
窺
え
る
。

（
二
）
諸
検
査
に
つ
い
て

苗
床
検
査
は
、
夏
葉
部
分
は
五
月
六
日
開
始
か
ら
同
月
二
五
日
終

了
ま
で
に
、
秋
葉
部
分
は
六
月
一
八
日
着
手
か
ら
七
月
一
二
日
ま
で

に
終
了
し
た
。
従
事
人
員
は
上
席
属
五
名
で
検
査
に
あ
た
り
、
検
査

と
共
に
指
示
事
項
の
励
行
を
耕
作
者
に
講
話
し
、
移
植
実
行
中
の
者

に
つ
い
て
は
実
地
指
導
や
監
督
に
尽
力
し
た
の
で
、「
本
年
度
」の
苗

床
の
景
況
は
設
備
管
理
と
と
も
に
改
善
し
た
と
記
し
て
い
る
。

植
付
検
査
は
、
夏
葉
部
分
は
六
月
五
日
着
手
か
ら
同
月
三
〇
日
ま

で
に
終
了
、
秋
葉
部
分
は
七
月
二
一
日
着
手
か
ら
八
月
二
二
日
ま
で

に
終
了
し
、
属
四
二
名
で
検
査
に
あ
た
っ
た
。
栽
植
高
（
総
株
数
）

の
検
査
は
農
民
の
植
え
付
け
方
法
の
改
善
に
よ
っ
て
「
甲
法
」
を
適

用
で
き
る
も
の
が
増
え
た
と
記
し
て
い
る
。

査
定
（
数
量
）
は
、
夏
葉
部
分
は
七
月
一
二
日
か
ら
八
月
九
日
ま

で
に
、
秋
葉
部
分
は
九
月
五
日
か
ら
十
月
五
日
ま
で
の
間
に
実
施
し

た
。
従
事
人
員
は
二
人
一
組
で
植
付
検
査
に
従
事
し
た
検
査
員
を
充

て
た
。
査
定
実
行
方
法
に
つ
い
て
は
、「
各
検
査
担
当
員
ニ
於
テ
モ
追

年
実
験
ヲ
積
ミ
殊
ニ
本
年
ヨ
リ
新
ニ
練
習
規
定
ヲ
設
ケ
ア
リ
テ
、
多

数
検
査
員
ノ
眼
識
ヲ
統
一
シ
査
定
ノ
正
確
ヲ
期
ス
ル
ニ
上
ニ
於
テ
利

便
ア
リ
タ
ル
モ
ノ
ノ
如
シ
」
と
記
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実

際
に
は
量
目
に
お
い
て
査
定
見
込
み
に
よ
り
実
収
が
著
し
く
多
か
っ

た
よ
う
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
生
育
が
止
ま
っ
て
い
た
秋
葉
が
査
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定
の
末
期
（
晩
秋
）
に
お
け
る
適
度
の
雨
に
よ
っ
て
再
び
成
長
を
始

め
た
た
め
、
査
定
実
施
の
際
に
は
思
わ
ぬ
収
量
増
に
つ
な
が
っ
た
と

し
て
い
る
。

営
業
検
査
は
、
三
月
分
の
検
査
は
三
月
二
日
か
ら
同
月
二
三
日
ま

で
の
間
に
実
施
し
、
人
員
は
三
原
・
竹
原
・
広
島
・
吉
田
・
大
田
出

張
所
及
び
周
防
特
設
区
内
は
属
五
人
が
こ
れ
に
従
事
し
、
そ
の
他
は

属
二
人
一
組
と
し
て
三
組
六
人
で
実
行
し
た
。
新
葉
売
り
渡
し
前
の

検
査
は
、
先
述
の
五
出
張
所
と
一
特
区
内
は
八
月
一
二
日
か
ら
九
月

一
五
日
ま
で
に
、
そ
の
他
は
十
月
十
日
か
ら
十
一
月
二
日
ま
で
に
検

査
を
実
施
し
た
。
検
査
に
つ
い
て
は
地
方
に
よ
っ
て
状
況
は
多
少
異

な
る
が
、
営
業
者
帳
簿
・
現
品
取
り
扱
い
に
付
い
て
は
、
経
験
を
積

み
重
ね
て
概
ね
異
常
は
な
か
っ
た
と
記
し
て
い
る
。

（
三
）
収
納
に
つ
い
て

収
納
に
つ
い
て
は
、
細
則
第
二
十
二
条
に
基
づ
き
、
納
付
期
日
及

び
納
付
場
所
は
十
月
中
に
公
示
し
て
い
た
。
決
定
に
あ
た
っ
て
は
、

数
年
来
の
実
績
を
斟
酌
し
本
年
作
況
に
も
鑑
み
て
期
画
し
た
が
、
作

柄
の
晩
成
に
加
え
例
年
に
な
い
寒
気
の
た
め
予
想
外
に
乾
燥
期
が
遅

れ
、
一
部
そ
の
収
納
期
を
変
更
し
た
と
し
て
い
る
。

（
四
）
鑑
定
に
つ
い
て

こ
こ
で
は
、
耕
作
法
の
指
示
事
項
の
励
行
な
ど
作
業
上
の
改
善
・

進
歩
が
、
鑑
定
実
施
の
際
に
及
ぼ
す
影
響
を
指
摘
し
て
い
る
。「
調
理

ノ
改
善
、
干
燥
法
ノ
奨
励
ハ
自
然
生
産
物
ノ
品
格
ヲ
高
メ
納
付
包
数

ノ
制
限
ハ
事
業
ヲ
シ
テ
繁
ナ
ラ
ズ
閑
ナ
ラ
シ
メ
ズ
、
其
結
果
価
格
評

定
上
大
ニ
憂
ヲ
減
殺
シ
、
納
付
者
又
静
穏
ニ
納
付
ヲ
了
シ
」、「
再
鑑

定
」
を
求
め
る
者
は
一
人
も
い
な
く
な
る
と
し
て
、
鑑
定
事
務
と
収

納
や
耕
作
な
ど
と
の
深
い
関
連
を
指
摘
し
て
い
る
。
煙
草
は
嗜
好
品

で
あ
り
、
品
質
の
差
が
大
き
な
価
格
差
を
生
ん
だ
の
で
、
施
肥
や
収

穫
技
術
、
そ
れ
に
加
え
て
管
理
労
働
の
集
約
化
な
ど
が
大
き
な
問
題

と
な
る
。
耕
作
法
か
ら
乾
燥
法
ま
で
含
め
て
、
専
売
支
局
か
ら
生
産

者
農
民
に
細
か
い
指
示
を
付
与
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
の
立
場

が
み
て
と
れ
る
。

（
五
）
売
り
渡
し
に
つ
い
て

こ
こ
で
は
、
管
内
の
営
業
者
の
希
望
に
よ
っ
て
他
の
専
売
所
・
局

管
内
産
の
葉
煙
草
の
回
送
を
受
け
入
れ
、
そ
の
等
級
・
価
格
に
つ
い

て
は
業
者
の
希
望
に
十
分
添
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
大
部
分
を

営
業
者
に
売
り
渡
し
た
と
記
し
て
い
る
。
ま
た
府
中
専
売
支
局
管
内

産
の
葉
煙
草
の
売
り
渡
し
の
内
、
管
内
製
造
業
者
に
つ
い
て
は
予
め

各
製
造
組
合
相
互
で
「
熟
議
協
定
」
さ
せ
、
そ
の
製
造
払
出
高
に
比

例
し
て
各
組
合
代
表
者
に
取
り
纏
め
て
売
り
渡
し
て
い
た
。
そ
の
ほ

か
管
内
売
買
業
者
及
び
管
外
営
業
者
に
対
し
て
は
、
状
況
に
応
じ
て

小
口
数
に
分
割
し
て
抽
選
ま
た
は
協
定
の
上
、「
公
平
と
現
品
平
等
分

布
ヲ
企
図
シ
テ
」
売
り
渡
し
を
行
っ
た
と
し
て
い
る
。

（
六
）
回
送
に
つ
い
て

こ
こ
で
は
、
葉
煙
草
の
回
送
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。
ま
ず
、
他
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地
域
か
ら
の
葉
煙
草
の
回
送
に
つ
い
て
は
、
標
本
ま
た
は
鑑
定
参

用
に
供
す
る
少
量
以
外
は
、
管
内
製
造
家
の
希
望
に
基
づ
い
て
三

原
・
広
島
出
張
所
か
ら
受
け
入
れ
た
も
の
が
中
心
で
あ
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
ま
た
管
外
へ
は
大
阪
支
局
に
回
送
し
た
も
の
以
外
は
、
こ
れ

も
標
本
も
し
く
は
鑑
定
参

用
に
供
し
た
少
量
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。

結
局
、
管
内
に
お
け
る
回
送
受
払
量
は
、
貯
蔵
命
令
に
よ
っ
て
支
局

へ
受
け
入
れ
た
も
の
五
万
三
〇
〇
〇
貫
匁
で
、
そ
の
他
は
売
り
渡
し

ま
た
は
貯
蔵
上
の
便
宜
に
よ
っ
て
回
送
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
。

（
七
）
製
造
お
よ
び
売
買
業
者
に
つ
い
て

当
時
の
製
造
煙
草
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、「
制
造
煙
草
ノ
需
要
供
給

ハ
近
年
其
権
衡
ヲ
保
チ
之
レ
カ
商
況
ハ
概
シ
テ
順
勢
ニ
維
持
シ
制
造

利
益
ノ
如
キ
モ
敢
テ
著
シ
キ
変
調
ヲ
顕
ハ
サ
ザ
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
、
随

テ
制
造
業
者
ノ
員
数
モ
年
中
甚
タ
シ
キ
増
減
ナ
ク
、
之
レ
カ
興
廃
上

特
記
ス
ヘ
キ
事
実
」
は
な
い
と
記
し
て
い
る
。
し
か
し
、
売
買
業
者

の
中
に
は
、
製
造
業
の
原
材
料
で
あ
る
葉
煙
草
が
潤
沢
で
な
く
、
特

に
「
売
渡
収
入
率
益
々
上
昇
ノ
趨
勢
ニ
テ
取
扱
口
銭
愈
々
騰
昻
」
す

る
に
連
れ
て
、
こ
の
「
奇
利
ヲ
博
取
」
し
よ
う
と
い
う
思
惑
が
あ
り
、

そ
の
た
め
今
年
度
の
葉
煙
草
の
新
葉
売
り
渡
し
の
時
期
に
新
た
に
開

業
す
る
者
も
続
出
し
て
数
が
急
増
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
た

だ
し
、
営
業
免
許
に
つ
い
て
は
、
年
来
「
事
業
部
長
通
牒
ノ
趣
旨
」

に
基
づ
い
て
従
来
か
ら
の
営
業
者
を
整
理
・
処
理
し
て
き
た
の
で
、

前
年
度
に
比
し
て
大
き
な
異
動
は
な
い
と
も
記
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
葉
煙
草
専
売
法
を
地
域
に
適
用
す
る
際
に
は
、

専
売
支
局
に
お
い
て
地
域
の
実
情
に
あ
わ
せ
た
さ
ら
に
細
か
い
運
用

プ
ラ
ン
と
そ
の
実
行
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
は
既
存
の
行
政
機

関
や
地
域
生
産
者
農
民
に
よ
る
組
織
（
煙
草
耕
作
組
合
な
ど
）
と
の

連
携
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

第
二
項

府
中
専
売
支
局
管
内
に
お
け
る
専
売
取
り
締
ま
り

煙
草
税
則
導
入
以
来
、
漸
増
す
る
税
法
違
反
に
対
す
る
取
り
締
ま

り
が
各
地
域
で
試
み
ら
れ
、
す
で
に
、
一
八
八
六
年
（
明
治
一
九
）

に
は
、
煙
草
作
付
面
積
・
種
類
・
収
量
な
ど
を
届
出
さ
せ
る
主
務
大

臣
の
内
達
が
発
せ
ら
れ
た
。
一
八
八
八
年
（
明
治
二
一
）
の
煙
草
税

則
第
二
回
改
正
で
は
煙
草
耕
作
人
は
葉
煙
草
を
製
造
業
者
お
よ
び
仲

買
人
以
外
に
売
る
こ
と
を
禁
止
し
、
自
家
用
煙
草
の
製
造
は
許
可
す

る
が
販
売
は
禁
じ
る
な
ど
の
方
策
を
と
っ
て
き
た
。

一
八
九
八
年
（
明
治
三
一
）
の
葉
煙
草
専
売
法
は
、
税
収
確
保
の

目
的
と
と
も
に
、
煙
草
税
法
違
反
を
取
り
締
ま
る
と
い
う
従
来
か
ら

の
流
れ
の
中
で
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
耕
作
者
に
対
し
て
耕
作

反
別
を
届
出
さ
せ
て
そ
れ
以
外
の
煙
草
耕
作
を
禁
じ
、
収
穫
前
お
よ

び
乾
燥
後
の
検
査
を
受
け
る
こ
と
な
ど
を
規
定
し
た
。
し
か
し
、
葉

煙
草
専
売
以
来
、
一
方
に
過
剰
生
産
が
起
こ
り
品
質
低
下
の
お
そ
れ

も
う
ま
れ
、
ま
た
密
売
買
行
為
に
よ
っ
て
不
正
競
争
に
苦
し
む
「
正

業
者
」
の
要
望
も
あ
っ
て
翌
一
八
九
九
年
（
明
治
三
二
）
に
は
改
正
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が
行
わ
れ
、
耕
作
区
域
お
よ
び
種
類
、
反
別
の
制
限
な
ど
を
採
用
し
、

さ
ら
に
一
九
〇
一
年
（
明
治
三
四
）
の
改
正
で
は
、
従
来
の
耕
作
申

告
制
を
許
可
制
に
変
更
す
る
に
至
っ
た
こ
と
は
、
先
述
し
た
と
お
り

で
あ
る34

。

し
か
し
、
葉
煙
草
専
売
法
の
制
定
・
改
正
で
政
府
が
葉
煙
草
の
独

占
販
売
を
行
う
こ
と
に
よ
る
、
仲
買
人
・
製
造
者
の
利
益
率
の
低
下

な
ど
に
対
す
る
反
発
は
強
く
、『
煙
草
專
売
史
』
に
も
「
葉
煙
草
専
売

法
時
代
に
お
い
て
犯
罪
行
為
最
多
数
に
し
て
又
侵
害
の
程
度
の
大
な

る
も
の
を
葉
煙
草
の
密
売
買
、
密
耕
作
及
自
家
消
費
と
す
。
耕
作
地

の
取
締
は
主
と
し
て
之
を
防
遏
す
る
を
以
て
要
旨
と
す
。
犯
罪
件
数

年
々
数
千
件
に
上
り
検
挙
の
状
態
を
し
て
惨
憺
た
ら
し
め
た
る
も
の

皆
此
非
違
行
為
に
関
連
せ
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
密
売
は

い
っ
そ
う
横
行
し
て
い
っ
た35

。
以
下
、
府
中
専
売
支
局
管
轄
内
に
お

け
る
葉
煙
草
専
売
法
実
施
時
期
の
専
売
取
締
状
況
を
確
認
し
て
み
る36

。

ま
ず
、
葉
煙
草
密
売
買
犯
罪
に
つ
い
て
は
、「
各
年
収
納
率
改
正
ノ

結
果
、
上
ハ
煙
草
制
造
官
営
風
説
喧
伝
セ
ル
ニ
伴
ヒ
、
奸
商
輩
及
ヒ

之
ニ
使
嗾
セ
ラ
レ
ル
ノ
職
工
業
ノ
如
キ
ハ
、
如
何
ナ
ル
手
段
ヲ
以
テ

耕
作
者
ト
気
脈
ヲ
通
シ
讓
渡
ノ
凶
念
ヲ
逞
ク
ス
ル
ヤ
モ
難
計
」
状
況

を
予
想
し
て
い
る
。
す
で
に
、
一
九
〇
一
年
（
明
治
三
三
）
四
月
、

大
蔵
省
に
煙
草
専
売
調
査
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、
一
九
〇
三
年
（
明

治
三
五
）
に
は
仁
尾
専
売
局
長
が
欧
米
視
察
か
ら
帰
国
し
て
製
造
専

売
実
施
の
必
要
性
を
明
ら
か
に
す
る
な
ど
の
動
き
が
あ
り
、
こ
れ
に

対
し
て
中
央
煙
草
業
協
会
は
同
年
十
二
月
の
役
員
会
で
「
政
府
の
煙

草
製
造
専
売
は
、
我
々
同
業
者
が
先
祖
伝
来
苦
心
経
営
せ
し
既
得
の

営
業
権
を
、
法
律
を
も
っ
て
漫
り
に
掠
奪
す
る
の
み
な
ら
ず
、
政
府

財
政
の
時
機
に
適
合
せ
ざ
る
も
の
」
と
し
て
反
対
の
決
議
を
行
っ
た37

。

そ
の
よ
う
な
動
向
の
中
で
、
完
全
煙
草
専
売
へ
移
行
す
る
と
の
「
風

説
」
が
「
ト
ン
ビ
」
と
も
言
わ
れ
た
「
奸
商
」
に
よ
っ
て
喧
伝
さ
れ
、

そ
れ
以
前
の
「
駆
け
込
み
」
的
な
利
益
確
保
を
求
め
る
動
向
が
、
葉

煙
草
密
売
買
の
背
景
の
一
つ
に
あ
っ
た
と

え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め

府
中
専
売
支
局
で
は
、「
絶
ヘ
ス
取
締
員
ヲ
シ
テ
営
業
者
ニ
臨
検
セ
シ

メ
帳
簿
及
現
在
品
ノ
調
査
ヲ
遂
ケ
一
面
事
情
ニ
通
暁
セ
ル
取
締
員
ヲ

シ
テ
不
正
行
為
ノ
伏
在
点
ヲ
密
偵
セ
シ
ム
ル
等
厳
重
ノ
取
締
ヲ
施
シ
、

彼
等
ヲ
シ
テ
不
正
ノ
余
地
ナ
カ
ラ
シ
ム
ル
事
ニ
努
メ
」
た
こ
と
、
違

反
者
に
対
し
て
も
「
直
ニ
厳
罰
ヲ
加
ヘ
且
其
営
業
ヲ
禁
止
ス
ル
等
以

テ
他
営
業
者
ノ
戒
飾
ヲ
促
」
し
て
い
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
ま
た
、

葉
煙
草
耕
作
者
に
よ
る
密
売
買
の
取
り
締
ま
り
に
つ
い
て
は
、「
葉
煙

草
ノ
収
穫
ヲ
了
シ
タ
ル
時
期
ニ
於
テ
先
ツ
一
回
漏
レ
ナ
ク
各
耕
作
者

ニ
臨
検
セ
シ
メ
収
穫
葉
煙
草
ノ
全
部
調
査
ヲ
遂
ケ
、
其
調
査
事
項
ハ

葉
熨
済
及
び
雑
葉
ハ
全
部
其
量
目
ヲ
秤
定
シ
乾
燥
既
未
済
ノ

数
ハ

無
漏
耕
作
者
臨
検
簿
ニ
掲
記
し
、
爾
後
臨
検
ノ
際
不
足
ト
認
ム
ル
モ

ノ
若
ク
ハ
営
業
者
付
近
ニ
介
在
セ
ル
耕
作
者
ニ
対
シ
テ
ハ
特
ニ
周
密

ナ
ル
現
在
品
ノ
調
査
ヲ
ナ
サ
シ
メ
タ
ル
ニ
、
拾
三
件
ノ
讓
渡
犯
ヲ
検

挙
シ
、
内
六
件
ハ
非
耕
作
者
ノ
喫
煙
料
ト
シ
テ
無
償
讓
渡
ヲ
ナ
シ
、
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七
件
ハ
煙
草
制
造
原
料
ノ
目
的
ヲ
以
テ
讓
渡
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、

其
総
量
目
ハ
僅
ニ
弐
拾
貫
匁
内
外
ニ
過
」
ぎ
な
い
と
し
て
、
葉
煙
草

耕
作
者
に
対
し
て
も
厳
格
な
取
り
締
ま
り
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
強

調
し
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
、
府
中
専
売
支
局
管
内
で
検
挙
さ
れ
た
者
の
検
挙
理
由

を
み
る
と
、
密
製
造
・
帳
簿
怠
記
・
葉
煙
草
不
納
・
葉
煙
草
密
耕
作

な
ど
、
や
は
り
全
国
的
な
傾
向
と
変
わ
ら
ぬ
動
向
が
確
認
で
き
る
。

密
制
造
犯
は
、
煙
草
職
工
で
制
造
業
者
に
使
役
さ
れ
て
い
た
こ
と
を

「
奇
貨
ト
シ
免
許
料
ノ

脱
ヲ
謀
ラ
ン
為
メ
」、
雇
い
主
の
名
義
を
騙

っ
て
政
府
か
ら
葉
煙
草
を
買
い
入
れ
、「
営
業
者
ノ
刻
職
工
ノ
如
ク
仮

装
」し
て
密
製
造
を
行
っ
て
い
る
。
密
製
造
に
関
し
て
は
、「
近
年
農

産
物
ノ
凶
作
ニ
加
へ
、
刻
煙
草
ノ
価
格
日
ヲ
追
フ
テ
騰
貴
ス
ル
ニ
伴

ヒ
、
多
数
耕
作
者
中
ニ
ハ
密
ニ
耕
作
葉
煙
草
ヲ
手
刻
消
費
ス
ル
モ
ノ

ノ
多
キ
ヲ
豫
想
シ
、
臨
検
度
数
ヲ
増
加
シ
且
耕
作
者
中
喫
煙
者
ノ
人

員
等
ヲ
豫
メ
調
査
シ
臨
検
簿
ニ
登
記
シ
以
テ
注
意
ノ
資
料
」
と
す
る

よ
う
な
対
策
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
密
製
造
犯
に
つ
い
て
も
、「
時
将

ニ
制
造
官
営
ノ
期
ニ
瀕
シ
本
犯
ニ
付
テ
ハ
今
後
一
層
増
加
ス
ル
ノ
虞

ア
ル
ヲ
以
テ
、
将
来
取
締
方
法
ヲ

究
シ
、
其
弊
を
矯
ム
ル
ノ
計
画
」

と
し
て
重
要
視
し
て
い
る
。

葉
煙
草
不
納
犯
に
つ
い
て
は
、「
皆
納
者
」の
査
定
葉
数
と
納
付
葉

数
と
の
間
に
著
し
い
減
差
が
あ
る
も
の
を
取
り
締
ま
っ
た
結
果
、
四

十
七
件
の
不
納
犯
を
検
挙
し
て
い
る
。
犯
行
理
由
は
「
制
造
煙
草
ノ

価
格
漸
次
騰
貴
ス
ル
ノ
傾
向
ア
ル
ヲ
以
テ
自
己
喫
煙
ノ
目
的
ニ
テ
少

量
ノ
葉
煙
草
ヲ
蔵
匿
シ
タ
ル
」
と
あ
り
、
葉
煙
草
価
格
の
高
騰
に
よ

っ
て
自
己
用
煙
草
を
隠
匿
し
た
と
い
う
を
理
由
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
理
由
に
つ
い
て
案
件
の
内
容
に
こ
れ
以
上
踏
み
込
む
こ
と
は
で

き
な
い
が
、
零
細
煙
草
耕
作
農
民
に
と
っ
て
葉
煙
草
専
売
に
よ
る
確

実
な
現
金
収
入
獲
得
の
メ
リ
ッ
ト
を
捨
象
し
て
ま
で
隠
匿
を
行
う
こ

と
は

え
に
く
い
の
で
、
こ
れ
が
「
額
面
通
り
」
と
い
う
と
こ
ろ
で

は
な
い
か
と

え
る
。
ま
た
、「
収
納
数
ノ
限
度
ニ
付
テ
ハ
支
局
又
ハ

出
張
所
ニ
由
リ
五
百
包
又
ハ
八
百
包
ト
定
メ
納
付
票
ヲ
配
布
セ
シ
ニ
、

各
町
村
ト
モ
諸
部
落
乾
燥
期
ニ
多
少
ノ
早
晩
ア
ル
ヲ
以
テ
全
然
之
レ

ヲ
以
テ
其
取
扱
数
ヲ

一
ニ
律
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
リ
シ
」
と
も
あ
り
、

葉
煙
草
収
納
の
事
務
手
続
き
上
の
問
題
も
記
さ
れ
て
い
る
。

葉
煙
草
密
耕
作
犯
に
つ
い
て
は
、
密
耕
作
は
耕
作
区
域
で
は
な
く

耕
作
区
域
外
で
犯
行
が
盛
ん
で
あ
る
傾
向
を
指
摘
し
た
上
で
、「
予
め

管
内
広
島
、
山
口
両
縣
警
部
長
及
警
察
署
長
ノ
該
取
締
上
ニ
関
ス
ル

依
頼
ヲ
為
シ
、
一
面
所
轄
郡
長
町
村
長
ニ
対
シ
テ
ハ
右
等
不
心
得
者

ナ
キ
様
警
戒
的
ニ
説
示
方
ヲ
交
談
シ
、
七
、
八
、
九
ノ
三
ヶ
月
間
ニ

局
員
ヲ
特
派
シ
周
密
ナ
ル
取
締
ヲ
為
サ
シ
メ
タ
ル
結
果
、
三
百
二
十

六
件
其
他
収
税
官
吏
及
警
察
官
吏
ニ
於
テ
三
十
一
件
合
計
三
百
五
十

七
件
ヲ
検
挙
処
分
」
し
た
と
し
て
い
る
。
史
料
か
ら
は
、
交
通
不
便

な
中
国
山
地
の
各
地
で
密
耕
作
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
、
そ

し
て
「
本
犯
ニ
付
テ
ハ
土
地
広
闊
ノ
為
メ
未
ダ
充
分
ノ
目
的
ヲ
達
セ
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サ
ル
ノ
感
ア
ル
ヲ
以
テ
将
来
一
層
此
方
面
ニ
集
注
シ
取
締
ノ
励
行
ヲ

期
セ
ン
ト
ス
」
と
あ
る
よ
う
に
、
密
耕
作
に
対
し
て
は
広
域
的
に
連

携
し
た
監
督
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
窺
え
る
。

お

わ

り

に

本
稿
で
は
、
備
後
地
域
に
お
け
る
近
世
後
期
か
ら
近
代
初
頭
の
煙

草
生
産
、
さ
ら
に
は
一
八
九
八
年
（
明
治
三
一
）「
葉
煙
草
専
売
」
成

立
前
後
ま
で
の
ス
パ
ン
で
、
地
域
社
会
に
お
け
る
煙
草
生
産
と
煙
草

専
売
（
葉
煙
草
専
売
）
の
実
態
に
つ
い
て
史
料
に
沿
っ
た
分
析
を
行

っ
て
き
た
。
論
点
は
多
岐
に
亘
っ
た
た
め
こ
こ
で
は
繰
り
返
さ
な
い

が
、
以
下
、
今
後
の
課
題
も
含
め
四
点
ほ
ど
指
摘
し
て
お
わ
り
に
代

え
た
い
。

一
つ
は
、
近
代
に
お
け
る
煙
草
生
産
と
煙
草
専
売
の
あ
り
方
に
深

い
刻
印
を
与
え
た
の
は
、
前
近
代
（
近
世
）
に
お
け
る
煙
草
生
産
の

あ
り
方
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
点
で
あ
り
、
そ
れ
を
再
認
識
す
る
必

要
性
で
あ
る
。
備
後
地
域
が
広
島
県
に
お
け
る
煙
草
生
産
に
お
い
て

重
要
な
位
置
を
占
め
た
の
は
、
そ
の
地
理
的
な
条
件
の
み
な
ら
ず
、

す
で
に
近
世
後
期
に
お
い
て
煙
草
の
生
産
と
流
通
、
そ
れ
ら
拠
点
を

結
ぶ
交
通
網
な
ど
が
、
一
定
の
発
展
度
を
遂
げ
て
地
域
的
な
「
煙
草

商
品
生
産
・
流
通
圏
」
を
形
成
し
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
近
代
以

降
の
煙
草
生
産
と
煙
草
専
売
成
立
に
至
る
過
程
で
、
近
世
に
形
成
さ

れ
た
こ
の
地
域
的
な
「
煙
草
商
品
生
産
・
流
通
圏
」
は
、
と
き
に
近

世
の
領
国
範
囲
を
越
え
て
か
な
り
広
域
に
（
た
と
え
ば
備
後
地
域
か

ら
備
中
・
備
前
地
域
に
ま
で
）
及
ん
で
い
た
と
も
想
定
し
て
い
る
。

今
後
は
、
こ
の
よ
う
な
視
点
で
の
史
料
収
集
・
再
検
討
が
必
要
で
あ

る
。二

つ
目
に
は
、
近
代
に
お
け
る
煙
草
専
売
成
立
過
程
に
お
け
る
地

域
的
・
農
民
的
組
織
で
あ
る
当
該
地
域
の
煙
草
耕
作
組
合
の
動
向
に

注
目
し
、
そ
の
分
析
を
深
め
る
必
要
性
を
挙
げ
た
い
。
煙
草
耕
作
組

合
は
、
組
合
員
が
協
力
し
て
煙
草
耕
作
の
改
良
発
達
を
は
か
り
、
組

合
員
の
た
め
に
必
要
な
共
同
事
業
を
行
っ
て
、
そ
の
生
産
能
率
を
あ

げ
る
こ
と
を
目
的
に
各
町
村
に
組
織
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

煙
草
耕
作
組
合
が
も
つ
意
味
に
つ
い
て
は
、
府
中
専
売
支
局
管
内

に
お
い
て
も
、
そ
れ
が
設
立
さ
れ
て
い
る
町
村
で
は
、「
一
、
…
…
指

示
事
項
ヲ
恪
守
シ
且
ツ
犯
則
行
為
ヲ
予
戒
シ
或
ハ
之
ヲ
摘
発
ス
ル
ノ

傾
向
ア
リ
テ
、
取
締
上
ノ
便
宜
尠
ナ
カ
ラ
ズ
…
二
、
耕
作
者
一
般
ニ

周
知
ヲ
要
ス
ル
公
示
及
ビ
許
可
ノ
配
布
、
耕
作
申
請
書
ノ
取
纏
メ
其

他
ニ
就
キ
組
合
設
立
ノ
村
落
ハ
官
民
相
互
ノ
手
数
ヲ
省
略
ス
ル
事
ヲ

得
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
渋
滞
ノ
虞
レ
ナ
ク
シ
テ
経
費
ノ
節
約
上
ニ
モ
多
大

ノ
便
宜
ア
リ
」
と
し
、
煙
草
耕
作
に
お
け
る
農
業
技
術
的
指
導
・
共

済
事
業
・
共
同
事
業
以
外
に
、
煙
草
専
売
に
関
わ
る
事
務
援
助
、
煙

草
専
売
支
局
か
ら
の
指
示
伝
達
、
煙
草
専
売
法
の
違
反
に
対
す
る
自

発
的
予
防
な
ど
が
期
待
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
官
民
の
利
益
と
な
る

こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る38

。
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し
か
し
、
今
回
分
析
対
象
と
し
た
葉
煙
草
専
売
成
立
前
後
の
時
期

に
お
け
る
煙
草
耕
作
組
合
の
設
立
率
は
決
し
て
高
い
も
の
で
は
な
く
、

一
九
〇
五
年
（
明
治
三
八
）
当
時
に
お
け
る
府
中
専
売
支
局
管
内
の

煙
草
耕
作
組
合
の
成
立
状
況
は
、
煙
草
耕
作
町
村
数
に
対
し
て
そ
の

設
立
数
四
二
％
に
す
ぎ
な
か
っ
た39

。
ま
た
、
全
国
的
に
見
て
も
関
東
・

東
海
地
域
の
設
立
率
は
高
い
が
、
西
日
本
、
と
く
に
中
国
地
方
の
煙

草
生
産
に
か
か
わ
る
町
村
の
煙
草
耕
作
組
合
の
未
設
立
の
比
率
は
高

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
備
後
府
中
専
売
支
局
内
の
状
況

は
、「
改
良
ノ
実
効
ヲ
挙
ク
ル
モ
ノ
少
シ
、
未
設
立
多
キ
ハ
旧
来
ノ
組

合
有
名
無
実
ナ
ル
ヲ
以
テ
強
テ
誘
導
セ
サ
ル
ニ
依
ル
」
と
、
そ
の
設

立
率
の
低
さ
や
実
効
性
を
否
定
的
に
見
て
い
る
。
ま
た
、
備
中
高
梁

で
は
、「
組
合
ト
シ
テ
活
動
ニ
ミ
ル
ヘ
キ
モ
ノ
少
シ
、
故
ニ
組
合
ヲ
廃

シ
テ
農
会
ニ
其
事
務
ヲ
移
サ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ア
リ
、
未
設
立
ノ
分
又

当
分
設
立
ノ
見
込
ナ
シ
」
と
記
し
て
お
り
、
煙
草
耕
作
組
合
の
問
題

は
、
こ
の
時
期
に
組
織
・
系
統
化
さ
れ
て
い
く
農
会
の
事
業
内
容
と

も
深
く
関
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
点
も
史
料
的
に
さ
ら
に
確
認
し
て
い

く
必
要
が
あ
る40

。

三
つ
目
に
は
、
備
後
地
域
の
煙
草
生
産
と
煙
草
専
売
（
葉
煙
草
専

売
）
の
問
題
を
地
域
的
に
位
置
づ
け
る
際
に
、
煙
草
生
産
地
帯
に
お

け
る
煙
草
対
抗
作
物
の
問
題
や
広
く
諸
産
業
の
発
達
の
問
題
に
つ
い

て
再
検
討
す
る
必
要
性
が
挙
げ
ら
れ
る
。
瀬
戸
内
海
地
域
の
農
業
に

つ
い
て
は
、
小
西
和
『
瀬
戸
内
海
論
』
が
「
内
海
方
面
の
農
業
は
頗

る
複
雑
で
、
米
麦
を
首
め
果
樹
、
禽
畜
、
蚕
桑
な
ど
の
外
、
或
は
栗
、

或
は
黍
、
或
は
薄
荷
、
或
は
櫨
、
或
は
煙
草
、
さ
て

台
、
大
小
豆
、

蚕
豆
、
豌
豆
、
甘
藷
な
ど
、
作
物
の
種
類
が
殆
ど
枚
挙
に
暇
の
な
い

の
み
な
ら
ず
、
種
々
雑
多
の
加
工
製
品
を
出
す
の
で
あ
る41

」
と
述
べ

る
よ
う
に
、
多
く
の
煙
草
対
抗
作
物
が
存
在
し
う
る
。
先
述
し
た
よ

う
に
、
備
前
の
岡
山
専
売
本
所
の
分
析
で
は
、
交
通
網
の
整
備
に
よ

っ
て
煙
草
作
か
ら
離
れ
る
も
の
が
増
加
し
、
米
穀
も
含
め
た
対
抗
作

物
の
台
頭
が
煙
草
作
の
地
位
を
相
対
的
に
低
下
さ
せ
て
い
た
こ
と
が

指
摘
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
備
後
地
域
で
は
蒟
蒻
栽
培
な
ど
が
煙
草
対

抗
作
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
広
島
県
や
岡
山
県
の
煙
草
生
産
と

煙
草
専
売
の
地
域
的
あ
り
方
は
、
明
治
時
代
以
降
に
お
け
る
対
抗
作

物
の
動
向
は
も
ち
ろ
ん
、
広
く
地
域
諸
産
業
・
交
通
の
発
達
な
ど
と

絡
め
な
が
ら
、
再
構
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

え
て
い
る
。

最
後
に
、
煙
草
耕
作
に
従
事
す
る
農
民
階
層
の
視
点
が
改
め
て
問

題
と
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
近
藤
康
男
氏
は
、「
地
主
経
営
な
い
し

富
農
の
煙
草
作
と
貧
農
な
い
し
小
作
人
の
煙
草
作
と
の
比
較
に
お
い

て
、
前
者
が
後
者
よ
り
反
当
収
益
も
多
く
、
一
日
当
た
り
労
働
報
酬

も
多
い
と
い
う
こ
と
、
ま
た
同
じ
事
で
あ
る
が
、
土
地
を
比
較
的
多

く
所
有
す
る
階
級
は
、
競
争
作
物
あ
る
場
合
に
過
度
労
働
的
傾
向
に

あ
る
煙
草
作
を
避
け
て
農
業
経
営
を
全
体
と
し
て
合
理
的
な
ら
し
む

べ
き
作
物
に
重
点
を
置
く
に
反
し
、
土
地
を
所
有
せ
ず
経
営
面
積
小

な
る
貧
農
は
一
定
面
積
よ
り
多
額
の
賠
償
を
受
け
よ
う
と
し
て
煙
草
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作
を
選
び
、
労
働
力
の
浪
費
を
い
と
わ
ず
全
力
を
傾
け
る
」
と
分
析
、

総
括
し
て
い
る42

。
こ
の
煙
草
生
産
、
煙
草
専
売
と
農
民
階
層
の
問
題

に
つ
い
て
は
、
史
料
的
な
制
約
も
あ
っ
て
備
後
地
域
に
関
す
る
分
析

は
管
見
の
限
り
極
め
て
少
な
い
。
し
か
し
、
実
は
こ
の
点
こ
そ
、
先

の
二
点
目
、
三
点
目
と
も
深
く
関
わ
る
重
要
な
視
点
で
あ
る
と

え

て
い
る
。

政
府
は
、
日
露
戦
争
直
後
の
一
九
〇
四
年
（
明
治
三
七
）
四
月
、

密
売
防
止
と
財
政
収
入
増
加
を
め
ざ
し
て
煙
草
製
造
に
も
専
売
制
を

導
入
し
、
つ
い
に
政
府
事
業
の
完
全
専
売
に
移
行
し
た
。
今
回
は
触

れ
な
か
っ
た
こ
の
完
全
専
売
制
以
降
の
動
向
も
含
め
て
、
煙
草
生
産

と
煙
草
専
売
制
を
、
最
後
に
掲
げ
た
諸
論
点
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら

検
討
す
る
と
い
う
大
き
な
課
題
が
残
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
他

稿
を
期
し
た
い
。

注１

遠
藤
湘
吉『
明
治
財
政
と
煙
草
専
売
』（
一
九
七
〇
年
、
三
頁
）。
こ

の
ほ
か
、日
本
に
お
け
る
煙
草
専
売
に
関
す
る
主
な
先
行
研
究
と
し

て
は
、
近
藤
康
男
『
煙
草
専
売
制
度
と
農
民
経
済
』（
一
九
三
七
年
、

の
ち
一
九
四
七
年
改
訂
再
版
、
一
九
七
四
年
『
近
藤
康
男
著
作
集

第
３
巻
』）、
日
本
専
売
公
社
『
た
ば
こ
専
売
史
』（
一
九
六
四
年
）

な
ど
多
数
あ
る
。

２

近
藤
康
男
「
煙
草
専
売
制
度
と
農
民
経
済
」（『
近
藤
康
男
著
作
集

第
３
巻
』）、
二
五
三
頁

３

遠
藤
湘
吉
『
明
治
財
政
と
煙
草
専
売
』、
六
頁
。

４

さ
ら
に
、
そ
の
後
一
九
〇
四
年
（
明
治
三
七
）
の
煙
草
専
売
法
制
定

を
受
け
、
翌
年
二
月
に
は
府
中
葉
煙
草
収
納
所
構
内
で「
府
中
煙
草

製
造
所
」
が
誕
生
し
、
刻
み
煙
草
の
製
造
が
始
ま
っ
た
。
ち
な
み

に
、「
府
中
煙
草
製
造
所
」
を
起
源
と
す
る
Ｊ
Ｔ
府
中
工
場
は
二
〇

〇
四
年
三
月
に
生
産
ラ
イ
ン
を
停
止
し
た
。

５

岡
光
夫『
日
本
農
業
技
術
史
｜
近
世
か
ら
近
代
へ
｜
』第
四
章
、（
一

九
八
八
年
、
二
一
〇
頁
）。

６

『
広
島
県
史
』
近
世
１
、
五
四
七
〜
五
四
八
頁
。

７

『
広
島
県
史
』
近
世
１
、
五
四
八
頁
。

８

『
広
島
県
史
』
近
世
１
、
五
四
七
〜
五
四
八
頁
。

９

『
広
島
県
史
』
近
世
２
、
三
七
五
〜
三
七
六
頁
。

10

『
広
島
県
史
』
近
世
２
、
三
七
六
頁
。

11

『
加
計
町
史
』
通
史
編
、
一
四
六
〜
一
四
七
頁
。

12

史
料
は
、
未
渡
村
・
田
辺
家
文
書
（『
西
中
国
煙
草
史
』（
一
九
五
五

年
、
社
団
法
人
西
中
国
煙
草
耕
作
協
会
刊
行
）
に
整
理
・
掲
載
。
一

八
九
一
年
（
明
治
二
四
）
の
『
農
事
調
査
書
』（『
廣
島
縣
農
業
発
達

史

資
料
編
』、
一
九
八
一
年
、
四
八
一
〜
四
九
〇
頁
）
に
よ
れ
ば
、

奴
可
郡
の
明
治
二
四
年
調
査
に
お
け
る
煙
草
作
の
産
額
は
五
万
六

四
六
七
斤
で
、「
農
産
物
中
需
要
ニ
余
ア
ル
品
及
ビ
不
足
ノ
品
」
で

は
煙
草
は
「
不
足
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

13

『
西
中
国
煙
草
史
』、
五
七
〜
六
一
頁
。

14

『
西
中
国
煙
草
史
』、
六
六
〜
六
七
頁
。

15

前
掲
『
廣
島
縣
農
事
調
査
書
』
に
よ
れ
ば
、
奴
可
郡
は
「
本
郡
ハ
県

下
ノ
最
北
部
ニ
位
シ
郡
内
到
ル
処
山
嶽
起
伏
シ
気
候
寒
冷
ニ
シ
テ

地
力
最
モ
薄
ク
、加
ル
ニ
交
通
運
輸
ノ
不
便
ナ
ル
ガ
故
ニ
事
業
振
ハ

ズ
。
随
テ
郡
民
一
般
ノ
資
産
薄
弱
ナ
ル
ヲ
免
レ
ズ
（
中
略
）
慨
ス
ル

ニ
兼
業
農
家
ハ
商
工
業
其
他
幾
分
ノ
収
入
ア
ル
事
ニ
従
フ
モ
所
得
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ノ
多
カ
ラ
ザ
ル
故
ニ
其
生
活
ノ
状
況
困
難
ニ
シ
テ
家
資
ニ
余
裕
ア

ル
モ
ノ
ノ
如
キ
ハ
甚
ダ
稀
な
り
。然
レ
ド
モ
専
業
農
家
ハ
其
状
況
慨

シ
テ
家
資
ニ
余
裕
ア
ル
モ
ノ
少
シ
ト
セ
ズ
、但
シ
其
余
裕
ハ
収
入
ノ

多
キ
ニ
由
ル
ニ
ア
ラ
ズ
シ
テ
、平
素
勧
倹
節
約
ヲ
固
守
ス
ル
ニ
起
因

セ
リ
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

16

『
広
島
県
史
』
近
世
２
、
三
七
九
頁
。
福
山
問
屋
の
反
対
に
あ
っ
た

鞆
の
「
煙
草
出
問
屋
」
は
、
運
上
銀
の
ほ
か
に
御
礼
銀
一
〇
枚
、
福

山
問
屋
へ
一
丸
に
つ
き
銀
六
分
二
毛
を
差
し
出
す
こ
と
を
条
件
に

再
開
を
許
可
さ
れ
た
。

17

『
西
中
国
煙
草
史
』、
六
七
〜
七
一
頁
。

18

汐
見
三
郎
『
専
売
及
官
公
業
論
』、（
一
九
三
五
年
、
二
一
八
頁
）。

19

日
本
専
売
公
社
『
た
ば
こ
専
売
史
』、
第
一
巻
四
六
〜
四
九
頁
。

20

日
本
専
売
公
社
『
た
ば
こ
専
売
史
』、
第
一
巻
八
六
〜
八
八
頁
。

21

近
藤
康
男
「
煙
草
専
売
制
度
と
農
民
経
済
」（『
近
藤
康
男
著
作
集

第
３
巻
』）。

22

日
本
専
売
公
社
『
た
ば
こ
専
売
史
』、
第
一
巻
七
九
〜
八
一
頁
。

23

日
本
専
売
公
社
『
た
ば
こ
専
売
史
』、
第
一
巻
七
六
頁
。

24

一
八
九
一
年
（
明
治
二
四
）
の
『
廣
嶋
縣
農
事
調
査
書
』
を
み
る

と
、
神
石
郡
の
場
合
、
煙
草
の
産
額
は
一
三
八
万
八
〇
三
八
斤
、
価

額
に
し
て
三
万
一
一
三
九
円
、一
斤
当
た
り
二
銭
一
厘
と
な
っ
て
い

る
（『
廣
島
縣
農
業
発
達
史

資
料
編
』、
四
五
二
〜
四
五
九
頁
）。

25

『
西
中
国
煙
草
史
』、
一
〇
二
〜
一
二
三
頁
。

26

と
く
に
府
中
専
売
支
所
の
存
す
る
芦
田
郡
と
隣
接
す
る
神
石
郡
は
、

明
治
二
一
年
の
郡
別
の
葉
煙
草
反
当
収
量
の
最
多
が
そ
れ
ぞ
れ
八

五
貫
、
九
四
貫
と
、
広
島
県
の
中
で
と
く
に
高
い
数
値
を
示
し
て
い

た
（『
明
治
二
四
年
広
島
県
農
事
調
査
』）。
し
か
し
、
個
々
の
農
民

の
葉
煙
草
生
産
に
目
を
落
と
せ
ば
、
葉
煙
草
の
価
格
差
、
自
作
・
小

作
な
ど
農
民
階
層
等
の
経
済
的
諸
要
因
に
よ
っ
て
そ
の
収
益
は
変

動
し
、決
し
て
安
定
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
も
ま
た
事
実
で

あ
る
。

27

『
西
中
国
煙
草
史
』、
二
四
四
〜
二
四
七
頁
。

28

「
明
治
三
十
三
年
分

主
税
局
内
報

第
二
類

庶
務
課
」（
府
中

専
売
局
）

29

「
明
治
十
年
全
国
農
産
表
」（『
日
本
農
業
発
達
史
』
一
九
七
八
年
、

第
一
〇
巻
）。

30

『
岡
山
県
史
』
通
史
編
、
五
一
四
頁
。

31

前
掲

28

。
以
下
、
と
く
に
断
ら
な
い
限
り
、
第
二
章
第
三
節
の
史

料
は
前
掲

28

に
よ
る
。

32

加
茂
支
所
で
は
津
高
郡
の
加
茂
村
・
福
山
村
・
長
田
村
・
富
津
村
・

豊
岡
村
・
新
山
村
・
江
與
味
村
、
賀
陽
郡
の
菅
谷
村
が
、
弓
削
支
所

で
は
久
米
南
条
郡
の
吉
岡
村
・
竜
川
村
・
竜
山
村
・
神
目
村
、
赤
坂

郡
の
山
方
村
、
周

村
が
列
記
さ
れ
て
い
る
。

33

「
明
治
三
十
六
年
度

第
一
類

統
計
書
綴

庶
務
課
」（
府
中
専

売
局
）。
以
下
、
と
く
に
断
ら
な
い
限
り
、
第
四
節
引
用
史
料
は
こ

れ
に
よ
る
。

34

近
藤
康
男
「
煙
草
専
売
制
度
と
農
民
経
済
」（『
近
藤
康
男
著
作
集

第
３
巻
』）、
三
五
〇
〜
三
五
一
頁
。

35

専
売
局
『
煙
草
專
売
史
』、
第
三
巻
、
四
〇
六
頁

36

「
明
治
三
十
六
年
度

第
一
類

統
計
書
綴

庶
務
課
」（
府
中
専

売
局
）。
以
下
、
と
く
に
断
ら
な
い
限
り
、
第
三
節
引
用
史
料
は
こ

れ
に
よ
る
。

37

日
本
専
売
公
社
『
た
ば
こ
専
売
五
十
年
小
史
』、
一
九
五
三
年
、
二

九
頁
。

38

「
明
治
三
十
八
年
分

葉
煙
草
賠
償
価
格
調
査
書

府
中
出
納
所
」

（『
西
中
国
煙
草
史
』、
四
八
七
頁
）。

39

「
明
治
三
十
八
年
分

賠
償
価
格
調
査
書

府
中
出
納
所
」（『
西
中
国
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煙
草
史
』、
第
一
〇
二
表
、
四
八
七
頁
）。

40

専
売
局
『
煙
草
專
売
史
』、
第
一
巻
、
六
九
九
頁
。

41

小
西
和
『
瀬
戸
内
海
論
』（
一
九
一
一
年
、
一
九
七
三
年
復
刊
、
六

四
五
頁
）。

42

近
藤
康
男
「
煙
草
専
売
制
度
と
農
民
経
済
」（
一
九
七
四
年
『
近
藤

康
男
著
作
集

第
３
巻
』、
六
三
四
頁
）。
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
明

治
政
府
は
、
耕
作
条
件
的
に
厳
し
く
、
決
し
て
豊
か
で
は
な
い
山
間

農
村
部
の
貴
重
な
現
金
収
入
源＝

葉
煙
草
生
産
に
対
し
て
も
、国
家

の
財
政
的
な
要
請
か
ら
消
費
税
を
は
じ
め
、
耕
作
・
営
業
課
税
を
施

行
し
、
や
が
て
煙
草
専
売
制
を
導
入
し
て
い
っ
た
。
そ
の
葉
煙
草
専

売
の
導
入
が
、さ
ま
ざ
ま
な
矛
盾
を
孕
み
つ
つ
も
煙
草
耕
作
農
民
に

「
安
定
的
な
」
現
金
収
入
を
「
約
束
」
し
、
こ
れ
を
「
救
済
」
し
た

一
面
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
一
方
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
を
と

っ
て
煙
草
専
売
法
か
ら
逸
脱
す
る
地
域
住
民
や
煙
草
専
売
法
に
反

対
す
る
地
域
住
民
・
団
体
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
独
自
の
論

理
や
意
志
、あ
る
い
は
社
会
経
済
的
な
諸
条
件
に
絡
め
と
ら
れ
な
が

ら
も
、「
主
体
的
」
に
生
き
よ
う
と
す
る
姿
な
ど
を
見
い
だ
す
必
要

性
も
感
じ
て
い
る
。

【
追
記
】本
稿
作
成
に
あ
た
り
、
広
島
経
済
大
学
名
誉
教
授
有
元
正
雄
先
生

よ
り
、
府
中
専
売
支
局
関
連
の
史
料
を
御
提
示
頂
い
た
。
記
し
て
深
謝
い

た
し
ま
す
。
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